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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源の出力回転に基づき回転する入力軸と、
　第１、第２、第３及び第４の回転要素を有するプラネタリギヤユニットと、
　前記入力軸の回転を減速した減速回転を前記第１の回転要素に出力自在な減速回転出力
手段と、
　前記入力軸と前記第２の回転要素を係脱自在に連結する第１のクラッチと、
　前記入力軸と前記第３の回転要素を係脱自在に連結する第２のクラッチと、
　前記第４の回転要素の回転を駆動車輪伝達機構に出力する出力部材と、を備えた自動変
速機において、
　前記減速回転出力手段及び前記第１のクラッチを、前記プラネタリギヤユニットの軸方
向一方側に配置し、
　前記第２のクラッチを、前記プラネタリギヤユニットの軸方向他方側に配置し、
　前記減速回転出力手段は、前記入力軸からの回転を入力し得る入力回転要素、回転を常
時固定する固定要素、及び前記第１の回転要素に常時連結されると共に前記減速回転にて
回転する減速回転要素を有する減速プラネタリギヤと、前記入力軸と入力回転要素との間
を係脱自在に連結し得る第３のクラッチと、からなり、前記第３のクラッチが係合するこ
とにより、前記第１の回転要素に前記減速回転を伝達する、
　ことを特徴とする自動変速機。
【請求項２】
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　前記減速回転出力手段と前記プラネタリギヤユニットとを連結する連結部材を有し、
　前記連結部材の内周側に前記第１のクラッチを配置してなる、
　請求項１記載の自動変速機。
【請求項３】
　ケースの側壁の一端側から延びる第１のボス部に、前記減速プラネタリギヤの固定要素
が固定して配置され、
　前記ケースの側壁の他端側から延びる第２のボス部の外周に前記第２のクラッチの油圧
サーボが配置され、
　前記第１のクラッチは、摩擦部材と該摩擦部材を押圧する油圧サーボと、該油圧サーボ
に一体的に構成されたドラム部材とハブ部材とを有し、
　前記ドラム部材が前記入力軸と連結されてなる、
　請求項１または２記載の自動変速機。
【請求項４】
　前記減速回転出力手段と前記プラネタリギヤユニットとを連結する連結部材を有し、
　前記連結部材の内周側に、前記第３のクラッチを配置してなる、
　請求項１記載の自動変速機。
【請求項５】
　前記第１のクラッチと前記第３のクラッチは、前記連結部材の内周側にて、軸方向に並
んで配置されてなる、
　請求項４記載の自動変速機。
【請求項６】
　前記第３のクラッチは、摩擦部材と該摩擦部材を押圧する油圧サーボとを有し、
　前記油圧サーボは、前記摩擦部材に対して前記減速プラネタリギヤの軸方向反対側に配
置され、
　前記油圧サーボのシリンダを構成するドラム部材を前記入力軸と連結してなる、
　請求項５記載の自動変速機。
【請求項７】
　前記第３のクラッチの油圧サーボは、前記第１のクラッチの油圧サーボと前記第３のク
ラッチの摩擦部材との間に、前記第１のクラッチの油圧サーボと隣接して配置されてなる
、
　請求項６記載の自動変速機。
【請求項８】
　前進６速段、及び後進１速段を達成し得、前進４速段の際に前記第１のクラッチと前記
第２のクラッチとが共に係合してなる、
　請求項１ないし７のいずれか記載の自動変速機。
【請求項９】
　縦軸に前記第１、第２、第３及び第４の回転要素のそれぞれの回転数を示すと共に、横
軸に前記第１、第２、第３及び第４の回転要素のギヤ比に対応させて示してなる速度線図
において、
　前記減速回転が入力される前記第１の回転要素を横方向最端部に位置し、順に前記第２
の回転要素及び前記第３の回転要素の一方、前記出力部材に連結された前記第４の回転要
素、前記第２の回転要素及び前記第３の回転要素の他方に対応させてなる、
　請求項８記載の自動変速機。
【請求項１０】
　前記プラネタリギヤユニットは、第１のサンギヤと、該第１のサンギヤに噛合するロン
グピニオンと、該ロングピニオンに噛合するショートピニオンと、該ロングピニオン及び
該ショートピニオンを回転支持するキャリヤと、該ショートピニオンに噛合する第２のサ
ンギヤと、該ロングピニオンに噛合するリングギヤと、により構成されるラビニヨ型プラ
ネタリギヤであり、
　前記第１の回転要素は、前記減速回転出力手段の減速回転を入力し得、かつ第１のブレ
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ーキの係止により固定自在な前記第１のサンギヤであり、
　前記第２の回転要素は、前記第１のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し得
る前記第２のサンギヤ、及び前記第１のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し
得、かつ第２のブレーキの係止により固定自在な前記キャリヤ、の一方であり、
　前記第３の回転要素は、前記第２のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し得
る前記第２のサンギヤ、及び前記第２のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し
得、かつ第２のブレーキの係止により固定自在な前記キャリヤ、の他方であり、
　前記第４の回転要素は、前記出力部材に連結される前記リングギヤである、
　請求項８または９記載の自動変速機。
【請求項１１】
　前記プラネタリギヤユニットは、第１のサンギヤと、該第１のサンギヤに連結された第
２のサンギヤと、該第１のサンギヤに噛合する第１のキャリヤと、該第２のサンギヤに噛
合する第２のキャリヤと、該第２のキャリヤに連結された第１のリングギヤと、該第２の
キャリヤに噛合する第２のリングギヤと、を有する２つのシングルプラネタリギヤにより
構成されてなり、
　前記第１の回転要素は、前記減速回転出力手段の減速回転を入力し得、かつ第１のブレ
ーキの係止により固定自在な前記第２のリングギヤであり、
　前記第２の回転要素は、前記第２のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し得
る前記第１のサンギヤ及び前記第２のサンギヤであり、
　前記第３の回転要素は、前記第１のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し得
、かつ第２のブレーキの係止により固定自在な前記第２のキャリヤ及び前記第１のリング
ギヤであり、
　前記第４の回転要素は、前記出力部材に連結される第１のキャリヤである、
　請求項８または９記載の自動変速機。
【請求項１２】
　前進１速段の際に、前記第１のクラッチ及び第２のクラッチの一方を係合すると共に、
前記第２のブレーキを係止し、
　前進２速段の際に、前記第１のクラッチ及び第２のクラッチの一方を係合すると共に、
前記第１のブレーキを係止し、
　前進３速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力
すると共に、前記第１のクラッチ及び第２のクラッチの一方を係合し、
　前進４速段の際に、前記第１のクラッチと前記第２のクラッチとを共に係合し、
　前進５速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力
すると共に、前記第１のクラッチ及び第２のクラッチの他方を係合し、
　前進６速段の際に、前記第１のクラッチ及び第２のクラッチの他方を係合すると共に、
前記第１のブレーキを係止し、
　後進１速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力
すると共に、前記第２のブレーキを係止し、
　前進６速段、及び後進１速段を達成してなる、
　請求項１０または１１記載の自動変速機。
【請求項１３】
　前進６速段、及び後進１速段を達成し得、前進５速段の際に前記第１のクラッチと前記
第２のクラッチが共に係合してなる、
　請求項１ないし７のいずれか記載の自動変速機。
【請求項１４】
　縦軸に前記第１、第２、第３及び第４の回転要素のそれぞれの回転数を示すと共に、横
軸に前記第１、第２、第３及び第４の回転要素のギヤ比に対応させて示してなる速度線図
において、
　前記減速回転が入力される前記第１の回転要素を横方向最端部に位置し順に前記出力部
材に連結された前記第４の回転要素、前記第２の回転要素、前記第３の回転要素に対応さ
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せてなる、
　請求項１３記載の自動変速機。
【請求項１５】
　前記プラネタリギヤユニットは、第１のサンギヤと、該第１のサンギヤに噛合するロン
グピニオンと、該ロングピニオンに噛合するショートピニオンと、該ロングピニオン及び
該ショートピニオンを回転支持するキャリヤと、該ショートピニオンに噛合する第２のサ
ンギヤと、該ロングピニオンに噛合するリングギヤと、により構成されるラビニヨ型プラ
ネタリギヤであり、
　前記第１の回転要素は、前記減速回転出力手段の減速回転を入力し得る前記第２のサン
ギヤであり、
　前記第２の回転要素は、前記第１のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し得
、かつ第１のブレーキの係止により固定自在な前記キャリヤであり、
　前記第３の回転要素は、前記第２のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し得
、かつ第２のブレーキの係止により固定自在な前記第１のサンギヤであり、
　前記第４の回転要素は、前記出力部材に連結される前記リングギヤである、
　請求項１３または１４記載の自動変速機。
【請求項１６】
　前進１速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力
すると共に、前記第１のブレーキを係止し、
　前進２速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力
すると共に、前記第２のブレーキを係止し、
　前進３速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力
すると共に、前記第２のクラッチを係合し、
　前進４速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力
すると共に、前記第１のクラッチを係合し、
　前進５速段の際に、前記第１のクラッチと前記第２のクラッチとを共に係合し、
　前進６速段の際に、前記第１のクラッチを係合すると共に、前記第２のブレーキを係止
し、
　後進１速段の際に、前記第２のクラッチを係合すると共に、前記第１のブレーキを係止
し、
　前進６速段、及び後進１速段を達成してなる、
　請求項１５記載の自動変速機。
【請求項１７】
　前記第１のクラッチは、前記減速プラネタリギヤに対して、前記プラネタリギヤユニッ
トの軸方向反対側に配置されてなる、
　請求項１ないし１２のいずれか記載の自動変速機。
【請求項１８】
　前記第２のクラッチは、比較的低中速段にて係合するクラッチである、
　請求項８ないし１２のいずれか記載の自動変速機。
【請求項１９】
　前記第２のクラッチは、後進段にて係合するクラッチである、
　請求項１３ないし１６のいずれか記載の自動変速機。
【請求項２０】
　前記第１のクラッチは、内周側が前記第２の回転要素に連結する部材にスプライン係合
する摩擦板と、油圧サーボを内包すると共に該摩擦板の外周側にスプライン係合する第１
のドラム部材と、該摩擦板を押圧する第１のピストン部材と、該第１のピストン部材の内
周側及び外周側と該第１のドラム部材との間を液密状にシールすることにより形成される
第１の油圧サーボ用油圧室と、を有し、
　前記第２のクラッチは、内周側が前記第３の回転要素に連結する部材にスプライン係合
する摩擦板と、油圧サーボを内包すると共に該摩擦板の外周側にスプライン係合する第２
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のドラム部材と、該摩擦板を押圧する第２のピストン部材と、該第２のピストン部材の内
周側と前記入力軸との間、及び外周側と該第２のドラム部材との間を液密状にシールする
ことにより形成される第２の油圧サーボ用油圧室と、を有してなる、
　請求項１ないし１９のいずれか記載の自動変速機。
【請求項２１】
　前記プラネタリギヤユニットと前記減速回転出力手段との前記軸方向における間に前記
出力部材を配置してなる、
　請求項１ないし２０のいずれか記載の自動変速機。
【請求項２２】
　前記プラネタリギヤユニットと前記第２のクラッチとの前記軸方向における間に前記出
力部材を配置してなる、
　請求項１ないし２１のいずれか記載の自動変速機。
【請求項２３】
　前記減速回転出力手段は、ダブルピニオンプラネタリギヤからなる減速プラネタリギヤ
を有し、
　前記減速プラネタリギヤ及び前記プラネタリギヤユニット、出力部材は前記入力軸に同
軸状に設けられてなる、
　請求項１ないし２２のいずれか記載の自動変速機。
【請求項２４】
　駆動車輪に回転を出力するディファレンシャル部と、該ディファレンシャル部に係合す
るカウンタシャフト部と、を有し、
　前記出力部材は、前記カウンタシャフト部に噛合するカウンタギヤである、
　請求項１ないし２３のいずれか記載の自動変速機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車輌等に搭載される自動変速機に係り、詳しくは、プラネタリギヤユニット
の１つの回転要素に減速回転を入力自在にすることで多段変速を可能にする自動変速機の
配置構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、車輌等に搭載される自動変速機において、２列のプラネタリギヤを連結したプ
ラネタリギヤユニットと、入力軸の回転を減速した減速回転を出力自在なプラネタリギヤ
とを備えているものがある（例えば、特許文献１、及び特許文献２参照）。これらのもの
は、例えば４つの回転要素を有するプラネタリギヤユニットの１つの回転要素に上記プラ
ネタリギヤからの減速回転をクラッチを介在して入力自在することで、例えば前進６速段
、後進１速段を達成している。
【０００３】
【特許文献１】特開平４－１２５３４５号公報
【特許文献２】特開２０００－２７４４９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年、環境問題等に起因する燃費向上の観点から、自動変速機の多段化が求
められている。しかし、一般に多段化を図ることは、部品点数の増加などにより自動変速
機が大きくなるが、車輌の搭載性の観点から自動変速機のコンパクト化も求められている
。
【０００５】
　上述した自動変速機には、上記プラネタリギヤユニットの回転要素に入力軸の回転を入
力するための２つのクラッチと、減速回転を該プラネタリギヤユニットの回転要素に出力
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するためのプラネタリギヤとが備えられているが、それら２つのクラッチやそれらクラッ
チの係合を制御する油圧サーボをプラネタリギヤユニットとプラネタリギヤとの間に配置
してしまうと、該プラネタリギヤの減速回転をプラネタリギヤユニットの回転要素に伝達
するための部材が軸方向に長くなってしまう。
【０００６】
　減速回転を伝達する部材が長くなることは、つまり大きなトルクを伝達する部材が長く
なることであり、その大きなトルクに耐え得るような部材を長く設けることは、比較的肉
厚の厚い部材を長く設けることであって、自動変速機のコンパクト化の妨げになる。また
、そのような部材は重さも重くなり、自動変速機の軽量化の妨げになるばかりか、イナー
シャ（慣性力）が大きくなって、自動変速機の制御性を低下させることによる変速ショッ
クが発生し易くなる虞もある。
【０００７】
　また、例えば上記プラネタリギヤから上記プラネタリギヤユニットに出力する減速回転
を接・断するには、クラッチ又はブレーキを設ける必要があるが、クラッチを設けた場合
には、そのクラッチと上述した２つのクラッチ、つまり３つのクラッチが必要となる。一
般にクラッチは、入力される回転を摩擦板に伝達するドラム状部材（クラッチドラム）を
有しているため、例えば相対回転などの問題から、クラッチの油圧サーボの油室に油圧供
給をするには、自動変速機の中心側から供給することになる。
【０００８】
　しかしながら、例えばそれら３つのクラッチをプラネタリギヤユニットの軸方向一方側
に配置すると、自動変速機の中心部分において、３つの油圧サーボに油圧供給するための
油路が例えば３重構造になるなど、油路の構成が複雑になる虞がある。
【０００９】
　そこで本発明は、多段化を達成し、かつ配置構造によってコンパクト化が可能な自動変
速機を提供することを目的とするものである。
【００１０】
　また本発明は、減速回転出力手段及び第１のクラッチをプラネタリギヤユニットの軸方
向一方側に配置すると共に、第２のクラッチをプラネタリギヤユニットの軸方向他方側に
配置し、もって上記課題を解決した自動変速機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に係る本発明は、駆動源の出力回転に基づき回転する入力軸と、第１、第２、
第３及び第４の回転要素を有するプラネタリギヤユニットと、前記入力軸の回転を減速し
た減速回転を前記第１の回転要素に出力自在な減速回転出力手段と、前記入力軸と前記第
２の回転要素を係脱自在に連結する第１のクラッチと、前記入力軸と前記第３の回転要素
を係脱自在に連結する第２のクラッチと、前記第４の回転要素の回転を駆動車輪伝達機構
に出力する出力部材と、を備えた自動変速機において、前記減速回転出力手段及び前記第
１のクラッチを、前記プラネタリギヤユニットの軸方向一方側に配置し、前記第２のクラ
ッチを、前記プラネタリギヤユニットの軸方向他方側に配置し、前記減速回転出力手段は
、前記入力軸からの回転を入力し得る入力回転要素、回転を常時固定する固定要素、及び
前記第１の回転要素に常時連結されると共に前記減速回転にて回転する減速回転要素を有
する減速プラネタリギヤと、前記入力軸と入力回転要素との間を係脱自在に連結し得る第
３のクラッチと、からなり、前記第３のクラッチが係合することにより、前記第１の回転
要素に前記減速回転を伝達することを特徴として構成される。
【００１２】
　これにより、例えば少なくとも前進５速段及び後進１速段を達成し得る多段化を可能と
することができるものでありながら、減速回転出力手段とプラネタリギヤユニットとの間
に例えば第１のクラッチと第２のクラッチを配置する場合に比して、減速回転出力手段と
プラネタリギヤユニットとを近づけて配置することができ、減速回転を伝達するための連
結部材を比較的短くすることができて、自動変速機のコンパクト化を可能とすることがで
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きる。
【００１３】
　また、減速回転を伝達するための連結部材を比較的短くすることができるので、軽量化
を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を小さくすることができるため、
自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショックの発生を低減することができ
る。
【００１４】
　また、例えば３つのクラッチをプラネタリギヤユニットの一方側に配置する場合に比し
て、それらクラッチの油圧サーボに供給する油路の構成を容易にすることができ、製造工
程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる。
【００１５】
　請求項２に係る本発明は、前記減速回転出力手段と前記プラネタリギヤユニットとを連
結する連結部材を有し、前記連結部材の内周側に前記第１のクラッチを配置して構成され
る。
【００１６】
　請求項３に係る本発明は、ケースの側壁の一端側から延びる第１のボス部に、前記減速
プラネタリギヤの固定要素が固定して配置され、前記ケースの側壁の他端側から延びる第
２のボス部の外周に前記第２のクラッチの油圧サーボが配置され、前記第１のクラッチは
、摩擦部材と該摩擦部材を押圧する油圧サーボと、該油圧サーボに一体的に構成されたド
ラム部材とハブ部材とを有し、前記ドラム部材が前記入力軸と連結されて構成される。
【００１７】
　請求項４に係る本発明は、前記減速回転出力手段と前記プラネタリギヤユニットとを連
結する連結部材を有し、前記連結部材の内周側に、前記第３のクラッチを配置して構成さ
れる。
【００１８】
　請求項５に係る本発明は、前記第１のクラッチと前記第３のクラッチは、前記連結部材
の内周側にて、軸方向に並んで配置されて構成される。
【００１９】
　請求項６に係る本発明は、前記第３のクラッチは、摩擦部材と該摩擦部材を押圧する油
圧サーボとを有し、前記油圧サーボは、前記摩擦部材に対して前記減速プラネタリギヤの
軸方向反対側に配置され、前記油圧サーボのシリンダを構成するドラム部材を前記入力軸
と連結して構成される。
【００２０】
　請求項７に係る本発明は、前記第３のクラッチの油圧サーボは、前記第１のクラッチの
油圧サーボと前記第３のクラッチの摩擦部材との間に、前記第１のクラッチの油圧サーボ
と隣接して配置されて構成される。
【００２１】
　請求項８に係る本発明は、前進６速段、及び後進１速段を達成し得、前進４速段の際に
前記第１のクラッチと前記第２のクラッチとが共に係合するように構成される。
【００２２】
　これにより、前進６速段及び後進１速段を達成するものであって、前進４速段に第１及
び第２のクラッチを共に係合し、つまり前進４速段において直結状態となるので、前進５
速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができ、特に車輌に搭載された際に、
高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くすることができ、高速走行での車
輌の静粛性に寄与することができる。
【００２３】
　請求項９に係る本発明は、縦軸に前記第１、第２、第３及び第４の回転要素のそれぞれ
の回転数を示すと共に、横軸に前記第１、第２、第３及び第４の回転要素のギヤ比に対応
させて示してなる速度線図において、前記減速回転が入力される前記第１の回転要素を横
方向最端部に位置し、順に前記第２の回転要素及び前記第３の回転要素の一方、前記出力



(8) JP 4428419 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

部材に連結された前記第４の回転要素、前記第２の回転要素及び前記第３の回転要素の他
方に対応させて構成される。
【００２４】
　請求項１０に係る本発明は、前記プラネタリギヤユニットは、第１のサンギヤと、該第
１のサンギヤに噛合するロングピニオンと、該ロングピニオンに噛合するショートピニオ
ンと、該ロングピニオン及び該ショートピニオンを回転支持するキャリヤと、該ショート
ピニオンに噛合する第２のサンギヤと、該ロングピニオンに噛合するリングギヤと、によ
り構成されるラビニヨ型プラネタリギヤであり、前記第１の回転要素は、前記減速回転出
力手段の減速回転を入力し得、かつ第１のブレーキの係止により固定自在な前記第１のサ
ンギヤであり、前記第２の回転要素は、前記第１のクラッチの係合により前記入力軸の回
転を入力し得る前記第２のサンギヤ、及び前記第１のクラッチの係合により前記入力軸の
回転を入力し得、かつ第２のブレーキの係止により固定自在な前記キャリヤ、の一方であ
り、前記第３の回転要素は、前記第２のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し
得る前記第２のサンギヤ、及び前記第２のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力
し得、かつ第２のブレーキの係止により固定自在な前記キャリヤ、の他方であり、前記第
４の回転要素は、前記出力部材に連結される前記リングギヤであるように構成される。
【００２５】
　請求項１１に係る本発明は、前記プラネタリギヤユニットは、第１のサンギヤと、該第
１のサンギヤに連結された第２のサンギヤと、該第１のサンギヤに噛合する第１のキャリ
ヤと、該第２のサンギヤに噛合する第２のキャリヤと、該第２のキャリヤに連結された第
１のリングギヤと、該第２のキャリヤに噛合する第２のリングギヤと、を有する２つのシ
ングルプラネタリギヤにより構成されてなり、前記第１の回転要素は、前記減速回転出力
手段の減速回転を入力し得、かつ第１のブレーキの係止により固定自在な前記第２のリン
グギヤであり、前記第２の回転要素は、前記第２のクラッチの係合により前記入力軸の回
転を入力し得る前記第１のサンギヤ及び前記第２のサンギヤであり、前記第３の回転要素
は、前記第１のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し得、かつ第２のブレーキ
の係止により固定自在な前記第２のキャリヤ及び前記第１のリングギヤであり、前記第４
の回転要素は、前記出力部材に連結される第１のキャリヤであるように構成される。
【００２６】
　請求項１２に係る本発明は、前進１速段の際に、前記第１のクラッチ及び第２のクラッ
チの一方を係合すると共に、前記第２のブレーキを係止し、前進２速段の際に、前記第１
のクラッチ及び第２のクラッチの一方を係合すると共に、前記第１のブレーキを係止し、
前進３速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力す
ると共に、前記第１のクラッチ及び第２のクラッチの一方を係合し、前進４速段の際に、
前記第１のクラッチと前記第２のクラッチとを共に係合し、前進５速段の際に、前記第１
の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力すると共に、前記第１のクラッ
チ及び第２のクラッチの他方を係合し、前進６速段の際に、前記第１のクラッチ及び第２
のクラッチの他方を係合すると共に、前記第１のブレーキを係止し、後進１速段の際に、
前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力すると共に、前記第２
のブレーキを係止し、前進６速段、及び後進１速段を達成するように構成される。
【００２７】
　請求項１３に係る本発明は、前進６速段、及び後進１速段を達成し得、前進５速段の際
に前記第１のクラッチと前記第２のクラッチが共に係合するように構成される。
【００２８】
　これにより、前進６速段及び後進１速段を達成するものであって、前進５速段に第１及
び第２のクラッチを共に係合し、つまり前進５速段において直結状態となるので、前進１
速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができ、特に車輌に搭載され
た際に、低中車速で走行する車輌において、エンジンをより良い回転数で使用することが
でき、低中速走行での燃費の向上を図ることができる。
【００２９】
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　請求項１４に係る本発明は、縦軸に前記第１、第２、第３及び第４の回転要素のそれぞ
れの回転数を示すと共に、横軸に前記第１、第２、第３及び第４の回転要素のギヤ比に対
応させて示してなる速度線図において、前記減速回転が入力される前記第１の回転要素を
横方向最端部に位置し順に前記出力部材に連結された前記第４の回転要素、前記第２の回
転要素、前記第３の回転要素に対応させて構成される。
【００３０】
　請求項１５に係る本発明は、前記プラネタリギヤユニットは、第１のサンギヤと、該第
１のサンギヤに噛合するロングピニオンと、該ロングピニオンに噛合するショートピニオ
ンと、該ロングピニオン及び該ショートピニオンを回転支持するキャリヤと、該ショート
ピニオンに噛合する第２のサンギヤと、該ロングピニオンに噛合するリングギヤと、によ
り構成されるラビニヨ型プラネタリギヤであり、前記第１の回転要素は、前記減速回転出
力手段の減速回転を入力し得る前記第２のサンギヤであり、前記第２の回転要素は、前記
第１のクラッチの係合により前記入力軸の回転を入力し得、かつ第１のブレーキの係止に
より固定自在な前記キャリヤであり、前記第３の回転要素は、前記第２のクラッチの係合
により前記入力軸の回転を入力し得、かつ第２のブレーキの係止により固定自在な前記第
１のサンギヤであり、前記第４の回転要素は、前記出力部材に連結される前記リングギヤ
であるように構成される。
【００３１】
　請求項１６に係る本発明は、前進１速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出
力手段からの減速回転を入力すると共に、前記第１のブレーキを係止し、前進２速段の際
に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力すると共に、前記
第２のブレーキを係止し、前進３速段の際に、前記第１の回転要素に前記減速回転出力手
段からの減速回転を入力すると共に、前記第２のクラッチを係合し、前進４速段の際に、
前記第１の回転要素に前記減速回転出力手段からの減速回転を入力すると共に、前記第１
のクラッチを係合し、前進５速段の際に、前記第１のクラッチと前記第２のクラッチとを
共に係合し、前進６速段の際に、前記第１のクラッチを係合すると共に、前記第２のブレ
ーキを係止し、後進１速段の際に、前記第２のクラッチを係合すると共に、前記第１のブ
レーキを係止し、前進６速段、及び後進１速段を達成するように構成される。
【００３２】
　請求項１７に係る本発明は、前記第１のクラッチは、前記減速プラネタリギヤに対して
、前記プラネタリギヤユニットの軸方向反対側に配置されて構成される。
【００３３】
　請求項１８に係る本発明は、前記第２のクラッチは、比較的低中速段にて係合するクラ
ッチであるように構成される。
【００３４】
　これにより、該第２のクラッチが比較的高速段や後進段などで解放された際に、特に該
第２のクラッチと第２の回転要素とを接続する部材が比較的高回転又は逆転回転すること
になり、一方で減速回転出力手段から減速回転を伝達する連結部材が減速回転する場合や
固定される場合が生じ、その回転数差が大きくなる場合があるが、該第２のクラッチはプ
ラネタリギヤユニットを介して減速回転出力手段の反対側に位置するため、つまり比較的
高回転又は逆転回転する部材と該減速回転出力手段の減速回転する部材（特に連結部材）
とを分離して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場
合に比して、それら部材間の相対回転によって生じる自動変速機の効率低下を防ぐことが
できる。
【００３５】
　請求項１９に係る本発明は、前記第２のクラッチは、後進段にて係合するクラッチであ
るように構成される。
【００３６】
　これにより、該第２のクラッチが後進段で係合された際に、減速回転出力手段の減速回
転する部材（特に連結部材）が逆転回転することになり、一方で該第２のクラッチの係合
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により該第２のクラッチと第３の回転要素とを接続する部材が入力軸の回転となる場合が
生じ、その回転数差が大きくなる場合があるが、該第２のクラッチはプラネタリギヤユニ
ットを介して減速回転出力手段の反対側に位置するため、つまり逆転回転する部材（特に
連結部材）と入力軸の回転となる部材とを分離して配置することができ、例えばそれらの
部材が多重軸構造で接触配置された場合に比して、それら部材間の相対回転によって生じ
る自動変速機の効率低下を防ぐことができる。
【００３７】
　請求項２０に係る本発明は、前記第１のクラッチは、内周側が前記第２の回転要素に連
結する部材にスプライン係合する摩擦板と、油圧サーボを内包すると共に該摩擦板の外周
側にスプライン係合する第１のドラム部材と、該摩擦板を押圧する第１のピストン部材と
、該第１のピストン部材の内周側及び外周側と該第１のドラム部材との間を液密状にシー
ルすることにより形成される第１の油圧サーボ用油圧室と、を有し、前記第２のクラッチ
は、内周側が前記第３の回転要素に連結する部材にスプライン係合する摩擦板と、油圧サ
ーボを内包すると共に該摩擦板の外周側にスプライン係合する第２のドラム部材と、該摩
擦板を押圧する第２のピストン部材と、該第２のピストン部材の内周側と前記入力軸との
間、及び外周側と該第２のドラム部材との間を液密状にシールすることにより形成される
第２の油圧サーボ用油圧室と、を有して構成される。
【００３８】
　請求項２１に係る本発明は、前記プラネタリギヤユニットと前記減速回転出力手段との
前記軸方向における間に前記出力部材を配置して構成される。
【００３９】
　これにより、出力部材を自動変速機の軸方向の略々中央に配置することができ、例えば
自動変速機を車輌に搭載する際に、出力部材を駆動車輪伝達機構に合わせて搭載するため
、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたときの後方側）に肥大化する
ことを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば前輪への干渉を少なくする
ことができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌の搭載性を向上することが
できる。
【００４０】
　請求項２２に係る本発明は、前記プラネタリギヤユニットと前記第２のクラッチとの前
記軸方向における間に前記出力部材を配置して構成される。
【００４１】
　これにより、プラネタリギヤユニットと減速回転出力手段とを更に近づけて配置するこ
とができ、連結部材を短くすることができる。
【００４２】
　請求項２３に係る本発明は、前記減速回転出力手段は、ダブルピニオンプラネタリギヤ
からなる減速プラネタリギヤを有し、前記減速プラネタリギヤ及び前記プラネタリギヤユ
ニット、出力部材は前記入力軸に同軸状に設けられて構成される。
【００４３】
　請求項２４に係る本発明は、駆動車輪に回転を出力するディファレンシャル部と、該デ
ィファレンシャル部に係合するカウンタシャフト部と、を有し、前記出力部材は、前記カ
ウンタシャフト部に噛合するカウンタギヤであるように構成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　＜第１の参考例＞
　以下、本発明に係る第１の参考例について第１図乃至第３図に沿って説明する。第１図
は第１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図、第２図は第１の参考
例に係る自動変速機の作動表、第３図は第１の参考例に係る自動変速機の速度線図である
。
【００４５】
　本発明の第１の参考例に係る自動変速機は、第１図に示すような自動変速機構１１を有
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しており、特にＦＦ（フロントエンジン、フロントドライブ）車輌に用いて好適であって
、不図示のハウジングケース及びミッションケース３からなるケースを有しており、該ハ
ウジングケース内に不図示のトルクコンバータ、該ミッションケース３内に自動変速機構
１１、不図示のカウンタシャフト部（駆動車輪伝達機構）及びディファレンシャル部（駆
動車輪伝達機構）が配置されている。
【００４６】
　該トルクコンバータは、例えばエンジン（不図示）の出力軸と同軸上である自動変速機
構１１の入力軸２を中心とした軸上に配置されており、該自動変速機構１１は、該エンジ
ンの出力軸、即ち、該入力軸２を中心とした軸上に配置されている。また、上記カウンタ
シャフト部は、それら入力軸２と平行な軸上であるカウンタシャフト（不図示）上に配置
されており、上記ディファレンシャル部は、該カウンタシャフトと平行な軸上に不図示の
左右車軸を有する形で配置されている。
【００４７】
　ついで、第１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１１について第１図に沿って説
明する。第１図に示すように、入力軸２上には、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタ
リギヤ（減速回転出力手段）ＰＲとを有している。該プラネタリギヤユニットＰＵは、４
つの回転要素としてサンギヤ（第２の回転要素）Ｓ２、キャリヤ（第３の回転要素）ＣＲ
２、リングギヤ（第４の回転要素）Ｒ３、及びサンギヤ（第１の回転要素）Ｓ３を有し、
該キャリヤＣＲ２が、サンギヤＳ３及びリングギヤＲ３に噛合するロングピニオンＰＬと
、サンギヤＳ２に噛合するショートピニオンＰＳとを、互いに噛合する形で有している、
いわゆるラビニヨ型プラネタリギヤである。また、上記プラネタリギヤＰＲは、キャリヤ
ＣＲ１に、リングギヤＲ１に噛合するピニオンＰｂ及びサンギヤＳ１に噛合するピニオン
Ｐａを互いに噛合する形で有している、いわゆるダブルピニオンプラネタリギヤである。
【００４８】
　上記入力軸２上には、内周側に、油圧サーボ１１、摩擦板７１、クラッチドラムを形成
するドラム状部材２１と、サンギヤＳ２に連結されるハブ部材２２、を有する多板式クラ
ッチ（第１のクラッチ）Ｃ１と、その外周側に、油圧サーボ１３、摩擦板７３、クラッチ
ドラムを形成するドラム部材２５、を有する多板式クラッチ（第３のクラッチ）Ｃ３と、
が配置されている。また、ドラム状部材２５の外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４
、を有する多板式ブレーキ（第１のブレーキ）Ｂ１が配置されている。
【００４９】
　該油圧サーボ１１は、摩擦板７１を押圧するためのピストン部材ｂと、シリンダ部ｅを
有するドラム状部材２１と、該ピストン部材ｂと該シリンダ部ｅとの間にシールリングｆ
，ｇによってシールされて形成される油圧サーボ用油圧室（以下、単に「油室」とする。
）ａと、該ピストン部材ｂを該油室ａの方向に付勢するリターンスプリングｃと、該リタ
ーンスプリングｃの付勢を受け止めるリターンプレートｄと、により構成されている。
【００５０】
　なお、以下の説明において、各油圧サーボは、同様に油室ａ、ピストン部材ｂ、リター
ンスプリングｃ、リターンプレートｄ、シリンダ部材ｅ、シールリングｆ，ｇにより構成
されているものとし、その説明を省略する。
【００５１】
　該油圧サーボ１１の油室ａは、上記入力軸２に形成されている油路２ａと連通しており
、該油路２ａは、ケース３の一端に延設され、入力軸２上にスリーブ状に設けられている
ボス部３ａの油路９１に連通している。そして、該油路９１は、不図示の油圧制御装置に
連通している。即ち、上記油圧サーボ１１に対しては、入力軸２上に配置されているため
、ケース３のボス部３ａと入力軸２との間をシールする１対のシールリング８１を設ける
だけで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１１の油室ａまでの油路が構成されている
。
【００５２】
　また、上記油圧サーボ１３の油室ａは、上記ボス部３ａの油路９２に連通しており、該
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油路９２は、不図示の油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１３に対して
は、ケース３のボス部３ａとドラム状部材２５との間をシールする１対のシールリング８
０を設けるだけで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１３の油室ａまでの油路が構成
されている。
【００５３】
　上記入力軸２には、上記ドラム状部材２１が接続されており、該ドラム状部材２１の先
端部内周側には、クラッチＣ１用油圧サーボ１１によって係合自在となっているクラッチ
Ｃ１の摩擦板７１がスプライン係合する形で配置されて、該クラッチＣ１の摩擦版７１の
内周側がハブ部材２２にスプライン係合する形で接続されている。そして、該ハブ部材２
２は、上記サンギヤＳ２に接続されている。
【００５４】
　また、上記ドラム状部材２５は、上記ボス部３ａに回転自在に支持されており、該ドラ
ム状部材２５の先端部外周側には、上記ブレーキＢ１用油圧サーボ１４により係止自在と
なっているブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合する形で配置されている。該ドラ
ム状部材２５の先端部内周側には、クラッチＣ３用油圧サーボ１３により係合自在となっ
ているクラッチＣ３の摩擦板７３がスプライン係合する形で配置されており、該クラッチ
Ｃ３の摩擦版７３の内周側には、リングギヤＲ１がスプライン係合する形で接続されてい
る。
【００５５】
　また、キャリヤＣＲ１は、ピニオンＰａ及びピニオンＰｂを有しており、該ピニオンＰ
ｂは上記リングギヤＲ１に噛合し、該ピニオンＰａは、入力軸２に接続されたサンギヤＳ
１に噛合している。該キャリヤＣＲ１は、側板を介してケース３のボス部３ａに固定され
ており、該リングギヤＲ１は支持部材２６によりボス部３ａに回転自在に支持されている
。
【００５６】
　そして、上記ドラム状部材２５には、クラッチＣ３が係合した際にリングギヤＲ１の回
転を伝達する連結部材（以下、「伝達部材」ともいう。）３０が接続されており、また、
該伝達部材３０の他方側には、上記プラネタリギヤユニットＰＵのサンギヤＳ３が接続さ
れている。
【００５７】
　一方、入力軸２の他端上（図中左方）には、油圧サーボ１２、摩擦板７２、クラッチド
ラムを形成するドラム状部材２３、キャリヤＣＲ２に連結されるハブ部材２４、を有する
多板式クラッチ（第２のクラッチ）Ｃ２が配置されている。
【００５８】
　該油圧サーボ１２の油室ａは、上記入力軸２に形成されている油路２ｂと連通しており
、該油路２ｂは、ケース３の、上記ボス部３ａとは反対側の他端に延設され、入力軸２上
にスリーブ状に設けられているボス部３ｂの油路９３に連通して、該油路９３は、不図示
の油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１２に対しては、入力軸２とドラ
ム状部材２３との間をシールする１対のシールリング８２を設けるだけで、不図示の油圧
制御装置から油圧サーボ１２の油室ａまでの油路が構成されている。
【００５９】
　また、上記入力軸２上には、図中左方側において、ドラム状部材２３が接続されており
、該ドラム状部材２３の先端部内周側には、クラッチＣ２用油圧サーボ１２により係合自
在となっているクラッチＣ２の摩擦板７２がスプライン係合する形で配置されている。該
クラッチＣ２の摩擦板７２の内周側には、ハブ部材２４がスプライン係合する形で配置さ
れており、該ハブ部材２４は、上記キャリヤＣＲ２の側板に接続されている。
【００６０】
　一方、プラネタリギヤユニットＰＵの外周側には、油圧サーボ１５、摩擦板７５、ハブ
部材２８を有する多板式ブレーキ（第２のブレーキ）Ｂ２が配置されている。該プラネタ
リギヤユニットＰＵのキャリヤＣＲ２の側板には、上記ブレーキＢ２の摩擦板７５がスプ
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ライン係合している形のハブ部材２８が接続されており、また、該ハブ部材２８にはワン
ウェイクラッチＦ１のインナーレースが接続されている。そして、該キャリヤＣＲ２のロ
ングピニオンＰＬには、上記リングギヤＲ３が噛合しており、該リングギヤＲ３の一端に
は連結部材２７が接続されて、該リングギヤＲ３が該連結部材２７を介してカウンタギヤ
５に連結されている。
【００６１】
　以上説明したように、プラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側にプラネタリギヤＰ
ＲとクラッチＣ３とが配置されていると共に、クラッチＣ１が該軸方向一方側に配置され
、軸方向他方側にクラッチＣ２が配置されており、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤ
ユニットＰＵとの間にカウンタギヤ５が配置されている。更に、クラッチＣ３、特にその
出力を伝達する伝達部材３０の内周側に位置する形でクラッチＣ１が配置されている。ま
た、ブレーキＢ１はプラネタリギヤＰＲの外周側に、ブレーキＢ２はプラネタリギヤユニ
ットＰＵの外周側に、それぞれ配置されている。
【００６２】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１１の作用について第１図、第２図及び第
３図に沿って説明する。なお、第３図に示す速度線図において、縦軸はそれぞれの回転要
素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素のギヤ比に対応して示している。また、
該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分において、横方向最端部（第３図中右方
側）の縦軸はサンギヤＳ３に、以降図中左方側へ順に縦軸はキャリヤＣＲ２、リングギヤ
Ｒ３、サンギヤＳ２に対応している。更に、該速度線図のプラネタリギヤＰＲの部分にお
いて、横方向最端部（第３図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ１に、以降図中左方側へ順に
縦軸はリングギヤＲ１、キャリヤＣＲ１に対応している。また、それら縦軸の間隔は、そ
れぞれのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ３の歯数の逆数、及びそれぞれのリングギヤＲ１，Ｒ３
の歯数の逆数に比例している。そして、図中横軸方向の破線は伝達部材３０により回転が
伝達されることを示している。
【００６３】
　第１図に示すように、上記サンギヤＳ２には、クラッチＣ１が係合することにより入力
軸２の回転が入力される。上記キャリヤＣＲ２には、クラッチＣ２が係合することにより
入力軸２の回転が入力されると共に、該キャリヤＣＲ２は、ブレーキＢ２の係止により回
転が固定自在となっており、また、ワンウェイクラッチＦ１により一方向の回転が規制さ
れている。また、サンギヤＳ３は、ブレーキＢ１の係止により回転が固定自在になってい
る。
【００６４】
　一方、上記サンギヤＳ１は、入力軸２に接続されており、該入力軸２の回転が入力され
、また、上記キャリヤＣＲ１はケース３に接続されて回転が固定されており、それによっ
てリングギヤＲ１は減速回転する。また、クラッチＣ３が係合することにより、該リング
ギヤＲ１の減速回転がサンギヤＳ３に入力される。
【００６５】
　そして、上記リングギヤＲ３の回転は、上記カウンタギヤ５に出力され、該カウンタギ
ヤ５、不図示のカウンタシャフト部及びディファレンシャル部を介して駆動車輪に出力さ
れる。
【００６６】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進１速段では、第２図に示すように、クラッチＣ１及
びワンウェイクラッチＦ１が係合される。すると、第３図に示すように、クラッチＣ１を
介してサンギヤＳ２に入力軸２の回転が入力されると共に、キャリヤＣＲ２の回転が一方
向（正転回転方向）に規制されて、つまりキャリヤＣＲ２の逆転回転が防止されて固定さ
れた状態になる。そして、サンギヤＳ２に入力された入力軸２の回転が、固定されたキャ
リヤＣＲ２を介してリングギヤＲ３に出力され、前進１速段としての正転回転がカウンタ
ギヤ５から出力される。なお、エンジンブレーキ時（コースト時）には、ブレーキＢ２を
係止してキャリヤＣＲ２を固定し、該キャリヤＣＲ２の正転回転を防止する形で、上記前
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進１速段の状態を維持する。また、該前進１速段では、ワンウェイクラッチＦ１によりキ
ャリヤＣＲ２の逆転回転を防止し、かつ正転回転を可能にするので、例えば非走行レンジ
から走行レンジに切換えた際の前進１速段の達成を、ワンウェイクラッチの自動係合によ
り滑らかに行うことができる。
【００６７】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進２速段では、第２図に示すように、クラッチＣ１が
係合され、ブレーキＢ１が係止される。すると、第３図に示すように、クラッチＣ１を介
してサンギヤＳ２に入力軸２の回転が入力されると共に、ブレーキＢ１の係止によりサン
ギヤＳ３が固定される。それにより、キャリヤＣＲ２が僅かに減速回転し、サンギヤＳ２
に入力された入力軸２の回転が、該減速回転のキャリヤＣＲ２を介してリングギヤＲ３に
出力され、前進２速段としての正転回転がカウンタギヤ５から出力される。
【００６８】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進３速段では、第２図に示すように、クラッチＣ１及
びクラッチＣ３が係合される。すると、第３図に示すように、クラッチＣ１を介してサン
ギヤＳ２に入力軸２の回転が入力される。また、サンギヤＳ１に入力された入力軸２の回
転と、固定されたキャリヤＣＲ１とによりリングギヤＲ１が減速回転し、該リングギヤＲ
１の減速回転がクラッチＣ３、及び伝達部材３０を介してサンギヤＳ３に出力される。す
ると、サンギヤＳ２に入力された入力軸２の回転と、サンギヤＳ３の減速回転とによりキ
ャリヤＣＲ２が、該サンギヤＳ３の減速回転より僅かに大きな減速回転となる。そして、
サンギヤＳ２に入力された入力軸２の回転が、該減速回転のキャリヤＣＲ２を介してリン
グギヤＲ３に出力され、前進３速段としての正転回転がカウンタギヤ５から出力される。
なお、この際、サンギヤＳ３及びリングギヤＲ１は減速回転しているので、上記伝達部材
３０は、比較的大きなトルク伝達を行っている。
【００６９】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進４速段では、第２図に示すように、クラッチＣ１及
びクラッチＣ２が係合される。すると、第３図に示すように、クラッチＣ１を介してサン
ギヤＳ２と、クラッチＣ２を介してキャリヤＣＲ２とに入力軸２の回転が入力される。そ
れにより、サンギヤＳ２に入力された入力軸２の回転と、キャリヤＣＲ２に入力された入
力軸２の回転とにより、つまり直結回転の状態となってリングギヤＲ３に入力軸２の回転
がそのまま出力され、前進４速段としての正転回転がカウンタギヤ５から出力される。
【００７０】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進５速段では、第２図に示すように、クラッチＣ２及
びクラッチＣ３が係合される。すると、第３図に示すように、クラッチＣ２を介してキャ
リヤＣＲ２に入力軸２の回転が入力される。また、サンギヤＳ１に入力された入力軸２の
回転と、固定されたキャリヤＣＲ１とによりリングギヤＲ１が減速回転し、該リングギヤ
Ｒ１の減速回転がクラッチＣ３、及び上記伝達部材３０を介してサンギヤＳ３に該減速回
転が出力される。すると、サンギヤＳ３の減速回転と、入力軸２の回転が入力されたキャ
リヤＣＲ２とにより、増速回転となってリングギヤＲ３に出力され、前進５速段としての
正転回転がカウンタギヤ５から出力される。なお、この際、上記前進３速段の状態と同様
に、サンギヤＳ３及びリングギヤＲ１は減速回転しているので、上記伝達部材３０は、比
較的大きなトルク伝達を行っている。
【００７１】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進６速段では、第２図に示すように、クラッチＣ２が
係合され、ブレーキＢ１が係止される。すると、第３図に示すように、クラッチＣ２を介
してキャリヤＣＲ２に入力軸２の回転が入力されると共に、ブレーキＢ１の係止によりサ
ンギヤＳ３が固定される。それにより、キャリヤＣＲ２に入力された入力軸２の回転と固
定されたサンギヤＳ３とにより、（上記前進５速段よりも大きな）増速回転となってリン
グギヤＲ３に出力され、前進６速段としての正転回転がカウンタギヤ５から出力される。
【００７２】
　Ｒ（リバース）レンジにおける後進１速段では、第２図に示すように、クラッチＣ３が
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係合され、ブレーキＢ２が係止される。すると、第３図に示すように、サンギヤＳ１に入
力された入力軸２の回転と、固定されたキャリヤＣＲ１とによりリングギヤＲ１が減速回
転し、該リングギヤＲ１の減速回転がクラッチＣ３、及び上記伝達部材３０を介してサン
ギヤＳ３に該減速回転が出力される。また、ブレーキＢ２の係止によりキャリヤＣＲ２が
固定される。すると、サンギヤＳ３の減速回転と固定されたキャリヤＣＲ２とにより、逆
転回転としてリングギヤＲ３に出力され、後進１速段としての逆転回転がカウンタギヤ５
から出力される。なお、この際、上記前進３速段や前進５速段の状態と同様に、サンギヤ
Ｓ３及びリングギヤＲ１は減速回転しているので、上記伝達部材３０は、比較的大きなト
ルク伝達を行っている。
【００７３】
　Ｐ（パーキング）レンジ及びＮ（ニュートラル）レンジでは、特にクラッチＣ１、クラ
ッチＣ２及びクラッチＣ３が解放されており、入力軸２とカウンタギヤ５との間の動力伝
達が切断状態であって、自動変速機構１１全体としては空転状態（ニュートラル状態）と
なる。
【００７４】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１１によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ１をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動
変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を
小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショッ
クの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタリ
ギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３の
油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９２，９３）の
構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる
。
【００７５】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室ａに油を供給することができる。更に、油圧サー
ボ１３は、ケース３から延設されたボス部３ａから、例えば他の部材を介すことなく、油
を供給することができ、即ち、１対のシールリング８０を設けることで、油を供給するこ
とができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８
１，８２，８０を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗
を最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【００７６】
　また、クラッチＣ３の内周側に、クラッチＣ１を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ３を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ３及びその油圧サーボ１３を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１３の油室ａの受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ３のト
ルク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ３に比して
トルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ１を内周側に配置することで、自動変速
機のコンパクト化を図ることができる。
【００７７】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機



(16) JP 4428419 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【００７８】
　また、本参考例の自動変速機構１１は、前進４速段において直結状態となる変速機構で
あり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより、
特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くする
ことができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【００７９】
　＜第２の参考例＞
　以下、第１の参考例を一部変更した第２の参考例について第４図に沿って説明する。第
４図は第２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である。なお、第
２の参考例は、一部変更を除き、第１の参考例と同様の部分に同符号を付して、その説明
を省略する。
【００８０】
　第４図に示すように、第２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１２は、第１の参
考例の自動変速機構１１に対して（第１図参照）、入力側と出力側とを逆にしたものであ
る。また、前進１速段乃至前進６速段、及び後進１速段において、その作用は同様のもの
となる（第２図及び第３図参照）。
【００８１】
　これにより第１の参考例と同様に、本参考例に係る自動変速機構１２によると、プラネ
タリギヤＰＲ及びクラッチＣ１をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、
クラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリ
ギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置
する場合に比して、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置
することができ、減速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる
。それにより、自動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナ
ーシャ（慣性力）を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させること
ができ、変速ショックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２
，Ｃ３をプラネタリギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチ
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９
１，９２，９３）の構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなど
を図ることができる。
【００８２】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ａから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８０を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８０を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【００８３】
　また、クラッチＣ３の内周側に、クラッチＣ１を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ３を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ３及びその油圧サーボ１３を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１３の油室の受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ３のトル
ク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ３に比してト
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ルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ１を内周側に配置することで、自動変速機
のコンパクト化を図ることができる。
【００８４】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【００８５】
　また、本参考例の自動変速機構１２は、前進４速段において直結状態となる変速機構で
あり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより、
特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くする
ことができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【００８６】
　＜第３の実施の形態＞
　以下、第１の参考例を一部変更した第３の実施の形態について第５図乃至第７図に沿っ
て説明する。第５図は第３の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面
図、第６図は第３の実施の形態に係る自動変速機の作動表、第７図は第３の実施の形態に
係る自動変速機の速度線図である。なお、第３の実施の形態は、一部変更を除き、第１の
参考例と同様の部分に同符号を付して、その説明を省略する。
【００８７】
　第５図に示すように、第３の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構１３は、第１
の参考例の自動変速機構１１に対して（第１図参照）、プラネタリギヤＰＲと、クラッチ
Ｃ３との配置を変更したものである。
【００８８】
　該自動変速機構１３において、クラッチＣ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリギ
ヤユニットＰＵ側（図中左方側）に配置されている。該クラッチＣ３のドラム状部材２５
の先端部内周側は、摩擦板７３にスプライン係合しており、該摩擦板７３の内周側には、
ハブ部材２６がスプライン係合している。また、ドラム状部材２５は、入力軸２に接続さ
れており、ハブ部材２６は、サンギヤＳ１に接続されている。
【００８９】
　また、キャリヤＣＲ１は、その側板がケース３に固定支持されている。そして、リング
ギヤＲ１には伝達部材３０が接続されており、該伝達部材３０の外周側にはブレーキＢ１
の摩擦板７４がスプライン係合していると共に、該伝達部材３０がサンギヤＳ３に接続さ
れている。
【００９０】
　また、クラッチＣ３用油圧サーボ１３の油室は、上記入力軸２に油路２ａと二重構造と
なる形で形成されている油路２ｃと連通しており、該油路２ｃは、ケース３のボス部３ａ
の油路９２に連通している。そして、該油路９２は、不図示の油圧制御装置に連通してい
る。即ち、上記油圧サーボ１１及び油圧サーボ１３に対しては、入力軸２上に配置されて
いるため、ケース３のボス部３ａと入力軸２との間をシールするシールリング８１を設け
るだけで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１１及び油圧サーボ１３の油室までの油
路が構成されている。
【００９１】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１３の作用について第５図、第６図及び第
７図に沿って説明する。なお、上記第１の参考例と同様に、第７図に示す速度線図におい
て、縦軸はそれぞれの回転要素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素のギヤ比に
対応して示している。また、該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分において、
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横方向最端部（第７図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ３に、以降図中左方側へ順に縦軸は
キャリヤＣＲ２、リングギヤＲ３、サンギヤＳ２に対応している。更に、該速度線図のプ
ラネタリギヤＰＲの部分において、横方向最端部（第７図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ
１に、以降図中左方側へ順に縦軸はリングギヤＲ１、キャリヤＣＲ１に対応している。ま
た、それら縦軸の間隔は、それぞれのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ３の歯数の逆数、及びそれ
ぞれのリングギヤＲ１，Ｒ３の歯数の逆数に比例している。そして、図中横軸方向の破線
は伝達部材３０により回転が伝達されることを示している。
【００９２】
　第５図に示すように、クラッチＣ３が係合することにより上記サンギヤＳ１には、入力
軸２の回転が入力される。また、上記キャリヤＣＲ１は、ケース３に対して回転が固定さ
れており、上記リングギヤＲ１は、該サンギヤＳ１に入力される入力軸２の回転に基づき
減速回転する。つまりサンギヤＳ３には、クラッチＣ３が係合することにより、伝達部材
３０を介してリングギヤＲ１の減速回転が入力される。
【００９３】
　すると、第６図及び第７図に示すように、プラネタリギヤＰＲにおいて、前進３速段、
前進５速段、後進１速段では、クラッチＣ３が係合されることにより入力軸２の回転がサ
ンギヤＳ１に入力され、固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ３に減速回転が出
力されて、伝達部材３０を介してサンギヤＳ３に減速回転が入力される。この際、リング
ギヤＲ１及びサンギヤＳ３は減速回転しているので、上記伝達部材３０は、比較的大きな
トルク伝達を行っている。一方、前進１速段、前進２速段、前進４速段、前進６速段では
、伝達部材３０を介してサンギヤＳ３の回転がリングギヤＲ１に入力され、また、クラッ
チＣ３が解放されているため、第７図に示すように、サンギヤＳ１が、該リングギヤＲ１
のそれぞれ変速段における回転と固定されたキャリヤＣＲ１とに基づき回転する。
【００９４】
　なお、上記プラネタリギヤＰＲ以外の作用については、上述した第１の参考例と同様で
あるので（第２図及び第３図参照）、その説明を省略する。
【００９５】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１３によると、プラネタリギヤＰＲ及びクラ
ッチＣ１をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプラネ
タリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタリ
ギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、プ
ラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減速
回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動変
速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を小
さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショック
の発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタリギ
ヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３の油
圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９２，９３）の構
成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる。
【００９６】
　また、油圧サーボ１１，１２，１３は入力軸２上に設けられているので、ケース３から
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂ，２ｃに
油を供給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２，１３との間にシールリ
ングを設けることなく、油圧サーボ１１，１２，１３の油室に油を供給することができる
。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれシールリング８１，８２を設ける
だけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ
、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【００９７】
　また、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
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ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【００９８】
　また、例えばクラッチＣ３をリングギヤＲ１とサンギヤＳ３との間に介在させると、減
速回転を接・断する必要があり、比較的大きなものになってしまうが、入力軸２とサンギ
ヤＳ１との間に介在させることで、該クラッチＣ３による入力軸２の回転の接・断によっ
てプラネタリギヤＰＲのリングギヤＲ１から出力される減速回転を接・断するので、クラ
ッチＣ３をコンパクト化することができ、それにより自動変速機をコンパクト化すること
ができる。
【００９９】
　また、本実施の形態の自動変速機構１３は、前進４速段において直結状態となる変速機
構であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それによ
り、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低く
することができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０１００】
　＜第４の参考例＞
　以下、第１の参考例を一部変更した第４の参考例について第８図乃至第１０図に沿って
説明する。第８図は第４の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図、第
９図は第４の参考例に係る自動変速機の作動表、第１０図は第４の参考例に係る自動変速
機の速度線図である。なお、第４の参考例は、一部変更を除き、第１の参考例と同様の部
分に同符号を付して、その説明を省略する。
【０１０１】
　第８図に示すように、第４の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１４は、第１の参
考例の自動変速機構１１に対して（第１図参照）、クラッチＣ３の代わりにブレーキ（第
３のブレーキ）Ｂ３を配置し、プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１をブレーキＢ３によ
り固定自在にしたものである。
【０１０２】
　該自動変速機構１４において、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリギ
ヤユニットＰＵとは反対側（図中右方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧サ
ーボ１６、摩擦板７６、ハブ部材３３を有している。
【０１０３】
　該ブレーキＢ３のハブ部材３３は、キャリヤＣＲ１の一方の側板に接続されており、該
キャリヤＣＲ１は、入力軸２又はボス部３ａに回転自在に支持されている。また、サンギ
ヤＳ１は入力軸２に接続されている。そして、リングギヤＲ１の外周側にブレーキＢ１の
摩擦板７４がスプライン係合していると共に、該リングギヤＲ１には伝達部材３０が接続
されて、該伝達部材３０を介してサンギヤＳ３が接続されている。
【０１０４】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１４の作用について第８図、第９図及び第
１０図に沿って説明する。なお、上記第１の参考例と同様に、第１０図に示す速度線図に
おいて、縦軸はそれぞれの回転要素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素のギヤ
比に対応して示している。また、該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分におい
て、横方向最端部（第１０図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ３に、以降図中左方側へ順に
縦軸はキャリヤＣＲ２、リングギヤＲ２、サンギヤＳ２に対応している。更に、該速度線
図のプラネタリギヤＰＲの部分において、横方向最端部（第１０図中右方側）の縦軸はサ
ンギヤＳ１に、以降図中左方側へ順に縦軸はリングギヤＲ１、キャリヤＣＲ１に対応して
いる。また、それら縦軸の間隔は、それぞれのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ３の歯数の逆数、
及びそれぞれのリングギヤＲ１，Ｒ３の歯数の逆数に比例している。そして、図中横軸方
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向の破線は伝達部材３０により回転が伝達されることを示している。
【０１０５】
　第８図に示すように、ブレーキＢ３が係止することにより上記キャリヤＣＲ１は、ケー
ス３に対して固定される。また、サンギヤＳ１には、入力軸２の回転が入力されており、
上記リングギヤＲ１は、該キャリヤＣＲ１が固定されることにより、該サンギヤＳ１に入
力される入力軸２の回転に基づき減速回転する。つまりサンギヤＳ３には、ブレーキＢ３
が係合することにより、伝達部材３０を介してリングギヤＲ１の減速回転が入力される。
【０１０６】
　すると、第９図及び第１０図に示すように、プラネタリギヤＰＲにおいて、前進３速段
、前進５速段、後進１速段では、ブレーキＢ３が係止されることによりキャリヤＣＲ１が
固定され、入力軸２の回転が入力されているサンギヤＳ１の回転によりリングギヤＲ３に
減速回転が出力されて、伝達部材３０を介してサンギヤＳ３に減速回転が入力される。こ
の際、リングギヤＲ１及びサンギヤＳ３は減速回転しているので、上記伝達部材３０は、
比較的大きなトルク伝達を行っている。一方、前進１速段、前進２速段、前進４速段、前
進６速段では、伝達部材３０を介してサンギヤＳ３の回転がリングギヤＲ１に入力され、
ブレーキＢ３が解放されているため、第１０図に示すように、キャリヤＣＲ１が、該リン
グギヤＲ１のそれぞれ変速段における回転と入力軸２の回転のサンギヤＳ１とに基づき回
転する。
【０１０７】
　なお、上記プラネタリギヤＰＲ以外の作用については、上述した第１の参考例と同様で
あるので（第２図及び第３図参照）、その説明を省略する。
【０１０８】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１４によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ１をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動
変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を
小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショッ
クの発生を低減することができる。
【０１０９】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３からシール
リング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供給する
ことで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設けることな
く、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。従って、油圧サーボ１１
，１２には、それぞれシールリング８１，８２を設けるだけで、油を供給することができ
、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率
を向上させることができる。
【０１１０】
　また、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０１１１】
　更に、プラネタリギヤＰＲからプラネタリギヤユニットＰＵに出力する減速回転をブレ
ーキＢ３により接・断するようにしたので、例えばクラッチＣ３を設ける場合に比して、
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部品点数（例えばドラム状部材など）を削減することができる。また、ブレーキＢ３は、
ケース３からそのまま油路を構成することができるので、例えばクラッチＣ３を設ける場
合に比して、油路の構成を簡単にすることができる。
【０１１２】
　また、本参考例の自動変速機構１４は、前進４速段において直結状態となる変速機構で
あり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより、
特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くする
ことができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０１１３】
　＜第５の参考例＞
　以下、第１の参考例を一部変更した第５の参考例について第１１図に沿って説明する。
第１１図は第５の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である。なお
、第５の参考例は、一部変更を除き、第１の参考例と同様の部分に同符号を付して、その
説明を省略する。
【０１１４】
　第１１図に示すように、第５の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１５は、第１の
参考例の自動変速機構１１に対して（第１図参照）、プラネタリギヤＰＲと、クラッチＣ
３との配置を変更し、更にブレーキＢ３を配置して、プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ
１をブレーキＢ３により固定自在にしたものである。
【０１１５】
　該自動変速機構１５において、クラッチＣ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリギ
ヤユニットＰＵ側（図中左方側）に配置されており、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰ
Ｒの、プラネタリギヤユニットＰＵとは反対側（図中右方側）に配置されている。該クラ
ッチＣ３のドラム状部材２５の先端部内周側は、摩擦板７３にスプライン係合しており、
該摩擦板７３の内周側には、ハブ部材２６がスプライン係合している。また、ドラム状部
材２５は、入力軸２に接続されており、ハブ部材２６は、サンギヤＳ１に接続されている
。
【０１１６】
　ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリギヤユニットＰＵとは反対側（図
中右方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧サーボ１６、摩擦板７６、ハブ部
材３３を有している。該ブレーキＢ３のハブ部材３３の外周側には、摩擦板７６がスプラ
イン係合していると共に、該ハブ部材３３はキャリヤＣＲ１の一方の側板に接続されてお
り、該キャリヤＣＲ１は、入力軸２又はボス部３ａに回転自在に支持されている。そして
、リングギヤＲ１の外周側にブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合していると共に
、該リングギヤＲ１には伝達部材３０が接続されて、該伝達部材３０を介してサンギヤＳ
３が接続されている。
【０１１７】
　また、クラッチＣ３用油圧サーボ１３の油室は、上記入力軸２に油路２ａと二重構造と
なる形で形成されている油路２ｃと連通しており、該油路２ｃは、ケース３のボス部３ａ
の油路９２に連通している。そして、該油路９２は、不図示の油圧制御装置に連通してい
る。即ち、上記油圧サーボ１１及び油圧サーボ１３に対しては、入力軸２上に配置されて
いるため、ケース３のボス部３ａと入力軸２との間をシールするシールリング８１を設け
るだけで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１１及び油圧サーボ１３の油室までの油
路が構成されている。
【０１１８】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１５の作用について第１１図、第２図及び
第３図に沿って説明する。なお、本第５の参考例は、第１の参考例と同様であるので、第
１の参考例で説明した係合表、及び速度線図（第２図及び第３図）に基づき説明する。
【０１１９】
　第１１図に示すように、クラッチＣ３が係合することにより上記サンギヤＳ１には、入
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力軸２の回転が入力される。また、ブレーキＢ３が係止することにより上記キャリヤＣＲ
１は、ケース３に対して固定される。そのため、クラッチＣ３が係合し、かつブレーキＢ
３が係止されると、上記リングギヤＲ１は、該サンギヤＳ１に入力される入力軸２の回転
に基づき減速回転する。つまりサンギヤＳ３には、クラッチＣ３の係合とブレーキＢ３の
係止とにより、伝達部材３０を介してリングギヤＲ１の減速回転が入力される。
【０１２０】
　すると、第２図及び第３図に示すように、プラネタリギヤＰＲにおいて、前進３速段、
前進５速段、後進１速段では、クラッチＣ３が係合されることにより入力軸２の回転がサ
ンギヤＳ１に入力され、また、ブレーキＢ３が係止することによりキャリヤＣＲ１が固定
され、それによってリングギヤＲ３に減速回転が出力されて、伝達部材３０を介してサン
ギヤＳ３に減速回転が入力される。この際、リングギヤＲ１及びサンギヤＳ３は減速回転
しているので、上記伝達部材３０は、比較的大きなトルク伝達を行っている。一方、前進
１速段、前進２速段、前進４速段、前進６速段では、伝達部材３０を介してサンギヤＳ３
の回転がリングギヤＲ１に入力されるが、クラッチＣ３及びブレーキＢ３が解放されてい
るため、キャリヤＣＲ１及びサンギヤＳ１は自由回転状態となっている。
【０１２１】
　なお、上記プラネタリギヤＰＲ以外の作用については、上述した第１の参考例と同様で
あるので（第２図及び第３図参照）、その説明を省略する。
【０１２２】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１５によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ１をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動
変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を
小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショッ
クの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタリ
ギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３の
油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９２，９３）の
構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる
。
【０１２３】
　また、油圧サーボ１１，１２，１３は入力軸２上に設けられているので、ケース３から
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂ，２ｃに
油を供給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２，１３との間にシールリ
ングを設けることなく、油圧サーボ１１，１２，１３の油室に油を供給することができる
。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれシールリング８１，８２を設ける
だけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ
、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０１２４】
　また、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０１２５】
　また、例えばクラッチＣ３をリングギヤＲ１とサンギヤＳ３との間に介在させると、減
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速回転を接・断する必要があり、比較的大きなものになってしまうが、入力軸２とサンギ
ヤＳ１との間に介在させることで、該クラッチＣ３による入力軸２の回転の接・断によっ
てプラネタリギヤＰＲのリングギヤＲ１から出力される減速回転を接・断するので、クラ
ッチＣ３をコンパクト化することができ、それにより自動変速機をコンパクト化すること
ができる。
【０１２６】
　また、本参考例の自動変速機構１５は、前進４速段において直結状態となる変速機構で
あり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより、
特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くする
ことができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０１２７】
　＜第６の参考例＞
　以下、第１の参考例を一部変更した第６の参考例について第１２図に沿って説明する。
第１２図は第６の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である。なお
、第６の参考例は、一部変更を除き、第１の参考例と同様の部分に同符号を付して、その
説明を省略する。
【０１２８】
　第１２図に示すように、第６の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１６は、第１の
参考例の自動変速機構１１に対して（第１図参照）、クラッチＣ２を、プラネタリギヤユ
ニットＰＵのプラネタリギヤＰＲが配置されている軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１
を軸方向他方側に配置し、つまりクラッチＣ１とクラッチＣ２との位置を入れ替えた形で
配置したものである。
【０１２９】
　該自動変速機構１６において、上記入力軸２上には、内周側に、油圧サーボ１２、摩擦
板７２、クラッチドラムを形成するドラム状部材２３と、サンギヤＳ２に連結されるハブ
部材２４、を有する多板式クラッチＣ２と、その外周側に、油圧サーボ１３、摩擦板７３
、クラッチドラムを形成するドラム部材２５、を有する多板式クラッチＣ３と、が配置さ
れている。また、ドラム状部材２５の外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、を有す
る多板式ブレーキＢ１が配置されている。
【０１３０】
　上記入力軸２には、上記ドラム状部材２３が接続されており、該ドラム状部材２３の先
端部内周側には、クラッチＣ２用油圧サーボ１２によって係合自在となっているクラッチ
Ｃ２の摩擦板７２がスプライン係合する形で配置されて、該クラッチＣ２の摩擦版７２の
内周側がハブ部材２４にスプライン係合する形で接続されている。そして、該ハブ部材２
４は、上記キャリヤＣＲ２に接続されている。
【０１３１】
　一方、入力軸２の他端上（図中左方）には、油圧サーボ１１、摩擦板７１、クラッチド
ラムを形成するドラム状部材２１、サンギヤＳ２に連結されるハブ部材２２、を有する多
板式クラッチＣ１が配置されている。
【０１３２】
　また、上記入力軸２上には、図中左方側において、ドラム状部材２１が接続されており
、該ドラム状部材２１の先端部内周側には、クラッチＣ１用油圧サーボ１１により係合自
在となっているクラッチＣ１の摩擦板７１がスプライン係合する形で配置されている。該
クラッチＣ１の摩擦板７１の内周側には、ハブ部材２２がスプライン係合する形で配置さ
れており、該ハブ部材２２は、上記サンギヤＳ２に接続されている。
【０１３３】
　以上の構成に基づく自動変速機構１６の作用は、第１の参考例と同様であるので（第２
図及び第３図参照）、その説明を省略する。
【０１３４】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１６によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
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ラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動
変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を
小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショッ
クの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタリ
ギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３の
油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９２，９３）の
構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる
。
【０１３５】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ａから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８０を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８０を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０１３６】
　また、クラッチＣ３の内周側に、クラッチＣ２を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ３を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ３及びその油圧サーボ１３を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１３の油室の受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ３のトル
ク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ３に比してト
ルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ２を内周側に配置することで、自動変速機
のコンパクト化を図ることができる。
【０１３７】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０１３８】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第７図参照
）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材３０が減速回転し、前進６速段では伝達
部材３０が固定される場合が生じ、ハブ部材２２と伝達部材３０との回転数差が大きくな
る場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネタリギヤ
ＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材２２と伝達部材３０とを分離して配置する
ことができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比して、それら部
材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を防ぐことがで
きる。
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【０１３９】
　また、本参考例の自動変速機構１６は、前進４速段において直結状態となる変速機構で
あり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより、
特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くする
ことができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０１４０】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本参考例は、径
方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている。
【０１４１】
　本参考例では、連結部材、特に伝達部材３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ２を配
置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置するこ
とができる。
【０１４２】
　＜第７の実施の形態＞
　以下、第６の参考例を一部変更した第７の実施の形態について第１３図に沿って説明す
る。第１３図は第７の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図であ
る。なお、第７の実施の形態は、一部変更を除き、第６の参考例と同様の部分に同符号を
付して、その説明を省略する。
【０１４３】
　第１３図に示すように、第７の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構１７は、第
６の参考例の自動変速機構１６に対して（第１２図参照）、プラネタリギヤＰＲと、クラ
ッチＣ２と、クラッチＣ３との配置を変更したものである。
【０１４４】
　該自動変速機構１７において、クラッチＣ２及びクラッチＣ３は、プラネタリギヤＰＲ
の、プラネタリギヤユニットＰＵの反対側（図中右方側）に配置されている。該クラッチ
Ｃ３のドラム状部材２５の先端部内周側は、摩擦板７３にスプライン係合しており、該摩
擦板７３の内周側には、ハブ部材２６がスプライン係合している。ドラム状部材２５は、
入力軸２に接続されており、ハブ部材２６は、プラネタリギヤＰＲのサンギヤＳ１に接続
されている。また、油圧サーボ１２、摩擦板７２、ドラム状部材２３、ハブ部材２４を有
するクラッチＣ２は、上記クラッチＣ３の内周側、即ちハブ部材２６に内包される形で配
置されている。
【０１４５】
　一方、プラネタリギヤＰＲの外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、を有する多板
式ブレーキＢ１が配置されている。該プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１は、その側板
がケース３に固定支持されている。そして、リングギヤＲ１には伝達部材３０が接続され
、該伝達部材３０の外周側にはブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合していると共
に、該伝達部材３０にはサンギヤＳ３が接続されている。
【０１４６】
　以上の構成に基づく自動変速機構１７の作用は、第３の実施の形態と同様であるので（
第６図及び第７図参照）、その説明を省略する。
【０１４７】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１７によると、プラネタリギヤＰＲ及びクラ
ッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプラネ
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タリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタリ
ギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、プ
ラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減速
回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動変
速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を小
さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショック
の発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタリギ
ヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３の油
圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９２，９３）の構
成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる。
【０１４８】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ａから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８０を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８０を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０１４９】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０１５０】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第７図参照
）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材３０が減速回転し、前進６速段では伝達
部材３０が固定される場合が生じ、ハブ部材２２と伝達部材３０との回転数差が大きくな
る場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネタリギヤ
ＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材２２と伝達部材３０とを分離して配置する
ことができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比して、それら部
材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を防ぐことがで
きる。
【０１５１】
　また、例えばクラッチＣ３をリングギヤＲ１とサンギヤＳ３との間に介在させると、減
速回転を接・断する必要があり、比較的大きなものになってしまうが、入力軸２とサンギ
ヤＳ１との間に介在させることで、該クラッチＣ３による入力軸２の回転の接・断によっ
てプラネタリギヤＰＲのリングギヤＲ１から出力される減速回転を接・断するので、クラ
ッチＣ３をコンパクト化することができ、それにより自動変速機をコンパクト化すること
ができる。
【０１５２】
　また、本実施の形態の自動変速機構１７は、前進４速段において直結状態となる変速機
構であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それによ
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り、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低く
することができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０１５３】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本実施の形態は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間
の長さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的と
している。
【０１５４】
　本実施の形態では、特にクラッチＣ２をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユ
ニットＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギ
ヤユニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材
３０の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止する
ことができる。
【０１５５】
　＜第８の参考例＞
　以下、第６の参考例を一部変更した第８の参考例について第１４図に沿って説明する。
第１４図は第８の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である。なお
、第８の参考例は、一部変更を除き、第６の参考例と同様の部分に同符号を付して、その
説明を省略する。
【０１５６】
　第１４図に示すように、第８の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１８は、第６の
参考例の自動変速機構１６に対して（第１２図参照）、クラッチＣ２の配置を変更し、ま
た、クラッチＣ３の代わりにブレーキＢ３を配置し、プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ
１をブレーキＢ３により固定自在にしたものである。
【０１５７】
　該自動変速機構１８において、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリギ
ヤユニットＰＵとは反対側（図中右方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧サ
ーボ１６、摩擦板７６、ハブ部材３３を有している。また、油圧サーボ１２、摩擦板７２
、ドラム状部材２３、ハブ部材２４を有するクラッチＣ２は、上記ブレーキＢ３の内周側
、即ちハブ部材３３に内包される形で配置されている。該ブレーキＢ３のハブ部材３３は
、キャリヤＣＲ１の一方の側板に接続されており、該キャリヤＣＲ１の他方の側板は、入
力軸２に回転自在に支持されている。また、サンギヤＳ１はクラッチＣ２のドラム状部材
２４を介して入力軸２に接続されている。そして、リングギヤＲ１の外周側にブレーキＢ
１の摩擦板７４がスプライン係合していると共に、該リングギヤＲ１には伝達部材３０が
接続されて、該伝達部材３０を介してサンギヤＳ３が接続されている。
【０１５８】
　以上の構成に基づく自動変速機構１８の作用は、第４の参考例と同様であるので（第９
図及び第１０図参照）、その説明を省略する。
【０１５９】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１８によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動
変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を
小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショッ
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クの発生を低減することができる。
【０１６０】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３からシール
リング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供給する
ことで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設けることな
く、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。従って、油圧サーボ１１
，１２には、それぞれシールリング８１，８２を設けるだけで、油を供給することができ
、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率
を向上させることができる。
【０１６１】
　また、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０１６２】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第１０図参
照）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材３０が減速回転し、前進６速段では伝
達部材３０が固定される場合が生じ、ハブ部材２２と伝達部材３０との回転数差が大きく
なる場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネタリギ
ヤＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材２２と伝達部材３０とを分離して配置す
ることができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比して、それら
部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を防ぐことが
できる。
【０１６３】
　更に、プラネタリギヤＰＲからプラネタリギヤユニットＰＵに出力する減速回転をブレ
ーキＢ３により接・断するようにしたので、例えばクラッチＣ３を設ける場合に比して、
部品点数（例えばドラム状部材など）を削減することができる。また、ブレーキＢ３は、
ケース３からそのまま油路を構成することができるので、例えばクラッチＣ３を設ける場
合に比して、油路の構成を簡単にすることができる。
【０１６４】
　また、本参考例の自動変速機構１８は、前進４速段において直結状態となる変速機構で
あり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより、
特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くする
ことができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０１６５】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本参考例は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間の長
さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的として
いる。
【０１６６】
　本参考例では、特にクラッチＣ２をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユニッ
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トＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユ
ニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材３０
の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止すること
ができる。
【０１６７】
　＜第９の参考例＞
　以下、第１の参考例を一部変更した第９の参考例について第１５図に沿って説明する。
第１５図は第９の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である。なお
、第９の参考例は、一部変更を除き、第１の参考例と同様の部分に同符号を付して、その
説明を省略する。
【０１６８】
　第１５図に示すように、第９の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１９は、第１の
参考例の自動変速機構１１に対して（第１図参照）、クラッチＣ２を、プラネタリギヤユ
ニットＰＵのプラネタリギヤＰＲが配置されている軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１
とカウンタギヤ５を軸方向他方側に配置し、つまりクラッチＣ１とクラッチＣ２との位置
を入れ替え、更にプラネタリギヤＰＲ、クラッチＣ３、及びブレーキＢ１を、プラネタリ
ギヤユニットＰＵに対してカウンタギヤ５の反対側に配置したものである。
【０１６９】
　該自動変速機構１９において、上記入力軸２上には、内周側に、油圧サーボ１１、摩擦
板７１、クラッチドラムを形成するドラム状部材２１と、サンギヤＳ２に連結されるハブ
部材２２、を有する多板式クラッチＣ１が配置されている。
【０１７０】
　該油圧サーボ１１の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ａと連通しており、
該油路２ａは、ケース３の一端に延設され、入力軸２上にスリーブ状に設けられているボ
ス部３ａの油路９１に連通している。そして、該油路９１は、不図示の油圧制御装置に連
通している。即ち、上記油圧サーボ１１に対しては、入力軸２上に配置されているため、
ケース３のボス部３ａと入力軸２との間をシールする１対のシールリング８１を設けるだ
けで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１１の油室までの油路が構成されている。
【０１７１】
　上記入力軸２には、上記ドラム状部材２１が接続されており、該ドラム状部材２１の先
端部内周側には、クラッチＣ１用油圧サーボ１１によって係合自在となっているクラッチ
Ｃ１の摩擦板７１がスプライン係合する形で配置されて、該クラッチＣ１の摩擦版７１の
内周側がハブ部材２２にスプライン係合する形で接続されている。そして、該ハブ部材２
２は、上記サンギヤＳ２に接続されている。
【０１７２】
　一方、入力軸２の他端上（図中左方）には、油圧サーボ１２、摩擦板７２、クラッチド
ラムを形成するドラム状部材２３、キャリヤＣＲ２に連結されるハブ部材２４、を有する
多板式クラッチＣ２が配置されており、その外周側に、油圧サーボ１３、摩擦板７３、ク
ラッチドラムを形成するドラム部材２５、を有する多板式クラッチＣ３が配置されている
。更に、ドラム状部材２５の外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、を有する多板式
ブレーキＢ１が配置されている。
【０１７３】
　該油圧サーボ１２の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ｂと連通しており、
該油路２ｂは、ケース３の、上記ボス部３ａとは反対側の他端に延設され、入力軸２上に
スリーブ状に設けられているボス部３ｂの油路９３に連通して、該油路９３は、不図示の
油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１２に対しては、ケース３のボス部
３ｂと入力軸２との間をシールする１対のシールリング８２を設けるだけで、不図示の油
圧制御装置から油圧サーボ１２の油室までの油路が構成されている。
【０１７４】
　また、上記油圧サーボ１３の油室は、上記ボス部３ｂの油路９４に連通しており、該油
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路９４は、不図示の油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１３に対しては
、ケース３のボス部３ｂとドラム状部材２５との間をシールする１対のシールリング８４
によって、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１３の油室までの油路が構成されている
。
【０１７５】
　また、上記入力軸２上には、図中左方側において、ドラム状部材２３が接続されており
、該ドラム状部材２３の先端部内周側には、クラッチＣ２用油圧サーボ１２により係合自
在となっているクラッチＣ２の摩擦板７２がスプライン係合する形で配置されている。該
クラッチＣ２の摩擦板７２の内周側には、ハブ部材２４がスプライン係合する形で配置さ
れており、該ハブ部材２４は、上記キャリヤＣＲ２に接続されている。
【０１７６】
　上記ドラム状部材２５は、上記ボス部３ｂに回転自在に支持されており、該ドラム状部
材２５の先端部外周側には、上記ブレーキＢ１用油圧サーボ１４により係止自在となって
いるブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合する形で配置されている。該ドラム状部
材２５の先端部内周側には、クラッチＣ３用油圧サーボ１３により係合自在となっている
クラッチＣ３の摩擦板７３がスプライン係合する形で配置されており、該クラッチＣ３の
摩擦版７３の内周側には、リングギヤＲ１がスプライン係合する形で接続されている。
【０１７７】
　また、キャリヤＣＲ１は、ピニオンＰａ及びピニオンＰｂを有しており、該ピニオンＰ
ｂは上記リングギヤＲ１に噛合し、該ピニオンＰａは、入力軸２に接続されたサンギヤＳ
１に噛合している。該キャリヤＣＲ１は、側板を介してケース３のボス部３ｂに固定され
ており、該リングギヤＲ１は支持部材２６によりボス部３ｂに回転自在に支持されている
。
【０１７８】
　そして、上記ドラム状部材２５には、クラッチＣ３が係合した際にリングギヤＲ１の回
転を伝達する伝達部材３０が接続されており、また、該伝達部材３０の他方側には、上記
プラネタリギヤユニットＰＵのサンギヤＳ３が接続されている。
【０１７９】
　以上の構成に基づく自動変速機構１９の作用は、第１の参考例と同様であるので（第２
図及び第３図参照）、その説明を省略する。
【０１８０】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１９によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動
変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を
小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショッ
クの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタリ
ギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３の
油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９３，９４）の
構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる
。
【０１８１】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を
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供給することができ、即ち、１対のシールリング８４を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８４を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０１８２】
　また、クラッチＣ３の内周側に、クラッチＣ２を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ３を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ３及びその油圧サーボ１３を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１３の油室の受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ３のトル
ク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ３に比してト
ルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ２を内周側に配置することで、自動変速機
のコンパクト化を図ることができる。
【０１８３】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第３図参照
）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材３０が減速回転し、前進６速段では伝達
部材３０が固定される場合が生じ、ハブ部材２２と伝達部材３０との回転数差が大きくな
る場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネタリギヤ
ＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材２２と伝達部材３０とを分離して配置する
ことができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比して、それら部
材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を防ぐことがで
きる。
【０１８４】
　また、本参考例の自動変速機構１９は、前進４速段において直結状態となる変速機構で
あり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより、
特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くする
ことができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０１８５】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本参考例は、径
方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている。
【０１８６】
　本参考例では、連結部材、特に伝達部材３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ２を配
置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置するこ
とができる。
【０１８７】
　＜第１０の実施の形態＞
　以下、第９の参考例を一部変更した第１０の実施の形態について第１６図に沿って説明
する。第１６図は第１０の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図
である。なお、第１０の実施の形態は、一部変更を除き、第９の参考例と同様の部分に同
符号を付して、その説明を省略する。
【０１８８】
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　第１６図に示すように、第１０の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構１１０は
、第９の参考例の自動変速機構１９に対して（第１５図参照）、プラネタリギヤＰＲと、
クラッチＣ３との配置を変更したものである。
【０１８９】
　該自動変速機構１１０において、クラッチＣ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵの反対側（図中左方側）に配置されている。該クラッチＣ３のドラム状
部材２５の先端部内周側は、摩擦板７３にスプライン係合しており、該摩擦板７３の内周
側には、ハブ部材２６がスプライン係合している。ドラム状部材２５は、入力軸２に接続
されており、ハブ部材２６は、サンギヤＳ１に接続されている。また、油圧サーボ１２、
摩擦板７２、ドラム状部材２３、ハブ部材２４を有するクラッチＣ２は、上記クラッチＣ
３の内周側、即ちハブ部材２６に内包される形で配置されている。
【０１９０】
　一方、プラネタリギヤＰＲの外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、を有する多板
式ブレーキＢ１が配置されている。該プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１は、その側板
がケース３に固定支持されている。そして、リングギヤＲ１には伝達部材３０が接続され
ており、該伝達部材３０の外周側にはブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合してい
ると共に、該伝達部材３０がサンギヤＳ３に接続されている。
【０１９１】
　以上の構成に基づく自動変速機構１１０の作用は、第３の実施の形態と同様であるので
（第６図及び第７図参照）、その説明を省略する。
【０１９２】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１１０によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動
変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を
小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショッ
クの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタリ
ギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３の
油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９３，９４）の
構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる
。
【０１９３】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８４を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８４を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０１９４】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第７図参照
）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材３０が減速回転し、前進６速段では伝達
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部材３０が固定される場合が生じ、ハブ部材２２と伝達部材３０との回転数差が大きくな
る場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネタリギヤ
ＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材２２と伝達部材３０とを分離して配置する
ことができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比して、それら部
材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を防ぐことがで
きる。
【０１９５】
　また、例えばクラッチＣ３をリングギヤＲ１とサンギヤＳ３との間に介在させると、減
速回転を接・断する必要があり、比較的大きなものになってしまうが、入力軸２とサンギ
ヤＳ１との間に介在させることで、該クラッチＣ３による入力軸２の回転の接・断によっ
てプラネタリギヤＰＲのリングギヤＲ１から出力される減速回転を接・断するので、クラ
ッチＣ３をコンパクト化することができ、それにより自動変速機をコンパクト化すること
ができる。
【０１９６】
　また、本実施の形態の自動変速機構１１０は、前進４速段において直結状態となる変速
機構であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それに
より、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低
くすることができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０１９７】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本実施の形態は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間
の長さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的と
している。
【０１９８】
　本実施の形態では、特にクラッチＣ２をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユ
ニットＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギ
ヤユニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材
３０の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止する
ことができる。
【０１９９】
　＜第１１の参考例＞
　以下、第９の参考例を一部変更した第１１の参考例について第１７図に沿って説明する
。第１７図は第１１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である。
なお、第１１の参考例は、一部変更を除き、第９の参考例と同様の部分に同符号を付して
、その説明を省略する。
【０２００】
　第１７図に示すように、第１１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１１１は、第
９の参考例の自動変速機構１９に対して（第１５図参照）、クラッチＣ２の配置を変更し
、また、クラッチＣ３の代わりにブレーキＢ３を配置し、プラネタリギヤＰＲのキャリヤ
ＣＲ１をブレーキＢ３により固定自在にしたものである。
【０２０１】
　該自動変速機構１１１において、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵとは反対側（図中左方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧
サーボ１６、摩擦板７６、ハブ部材３３を有している。また、油圧サーボ１２、摩擦板７
２ドラム状部材２３、ハブ部材２４を有するクラッチＣ２は、上記ブレーキＢ３の内周側
、即ちハブ部材３３に内包される形で配置されている。該ブレーキＢ３のハブ部材３３は
、キャリヤＣＲ１の一方の側板に接続されており、該キャリヤＣＲ１の他方の側板は、入
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力軸２に回転自在に支持されている。また、サンギヤＳ１はクラッチＣ２のドラム状部材
２３を介して入力軸２に接続されている。そして、リングギヤＲ１の外周側にブレーキＢ
１の摩擦板７４がスプライン係合していると共に、該リングギヤＲ１には伝達部材３０が
接続されて、該伝達部材３０を介してサンギヤＳ３が接続されている。
【０２０２】
　以上の構成に基づく自動変速機構１１１の作用は、第４の参考例と同様であるので（第
９図及び第１０図参照）、その説明を省略する。
【０２０３】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１１１によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプ
ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自
動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）
を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショ
ックの発生を低減することができる。
【０２０４】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３からシール
リング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供給する
ことで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設けることな
く、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。従って、油圧サーボ１１
，１２には、それぞれシールリング８１，８２を設けるだけで、油を供給することができ
、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率
を向上させることができる。
【０２０５】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第１０図参
照）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材３０が減速回転し、前進６速段では伝
達部材３０が固定される場合が生じ、ハブ部材２２と伝達部材３０との回転数差が大きく
なる場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネタリギ
ヤＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材２２と伝達部材３０とを分離して配置す
ることができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比して、それら
部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を防ぐことが
できる。
【０２０６】
　更に、プラネタリギヤＰＲからプラネタリギヤユニットＰＵに出力する減速回転をブレ
ーキＢ３により接・断するようにしたので、例えばクラッチＣ３を設ける場合に比して、
部品点数（例えばドラム状部材など）を削減することができる。また、ブレーキＢ３は、
ケース３からそのまま油路を構成することができるので、例えばクラッチＣ３を設ける場
合に比して、油路の構成を簡単にすることができる。
【０２０７】
　また、本参考例の自動変速機構１１１は、前進４速段において直結状態となる変速機構
であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより
、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くす
ることができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０２０８】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
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が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本参考例は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間の長
さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的として
いる。
【０２０９】
　本参考例では、特にクラッチＣ２をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユニッ
トＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユ
ニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材３０
の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止すること
ができる。
【０２１０】
　＜第１２の参考例＞
　以下、第１の参考例を一部変更した第１２の参考例について第１８図に沿って説明する
。第１８図は第１２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である。
なお、第１２の参考例は、一部変更を除き、第１の参考例と同様の部分に同符号を付して
、その説明を省略する。
【０２１１】
　第１８図に示すように、第１２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１１２は、第
１の参考例の自動変速機構１１に対して（第１図参照）、プラネタリギヤＰＲ、クラッチ
Ｃ３、及びブレーキＢ１を、プラネタリギヤユニットＰＵに対してカウンタギヤ５の反対
側（図中左方側）に配置したものである。
【０２１２】
　該自動変速機構１１２において、上記入力軸２上には、内周側に、油圧サーボ１２、摩
擦板７２、クラッチドラムを形成するドラム状部材２３と、サンギヤＳ２に連結されるハ
ブ部材２４、を有する多板式クラッチＣ２が配置されている。
【０２１３】
　該油圧サーボ１２の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ａと連通しており、
該油路２ａは、ケース３の一端に延設され、入力軸２上にスリーブ状に設けられているボ
ス部３ａの油路９１に連通している。そして、該油路９１は、不図示の油圧制御装置に連
通している。即ち、上記油圧サーボ１２に対しては、入力軸２上に配置されているため、
ケース３のボス部３ａと入力軸２との間をシールする１対のシールリング８１を設けるだ
けで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１２の油室までの油路が構成されている。
【０２１４】
　上記入力軸２には、上記ドラム状部材２３が接続されており、該ドラム状部材２３の先
端部内周側には、クラッチＣ２用油圧サーボ１２によって係合自在となっているクラッチ
Ｃ２の摩擦板７２がスプライン係合する形で配置されて、該クラッチＣ２の摩擦版７２の
内周側がハブ部材２４にスプライン係合する形で接続されている。そして、該ハブ部材２
４は、上記キャリヤＣＲ２に接続されている。
【０２１５】
　一方、入力軸２の他端上（図中左方）には、油圧サーボ１１、摩擦板７１、クラッチド
ラムを形成するドラム状部材２１、サンギヤＳ２に連結されるハブ部材２２、を有する多
板式クラッチＣ１が配置されており、その外周側に、油圧サーボ１３、摩擦板７３、クラ
ッチドラムを形成するドラム部材２５、を有する多板式クラッチＣ３が配置されている。
更に、ドラム状部材２５の外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、を有する多板式ブ
レーキＢ１が配置されている。
【０２１６】
　該油圧サーボ１１の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ｂと連通しており、
該油路２ｂは、ケース３の、上記ボス部３ａとは反対側の他端に延設され、入力軸２上に
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スリーブ状に設けられているボス部３ｂの油路９３に連通して、該油路９３は、不図示の
油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１１に対しては、ケース３のボス部
３ｂと入力軸２との間をシールする１対のシールリング８２を設けるだけで、不図示の油
圧制御装置から油圧サーボ１１の油室までの油路が構成されている。
【０２１７】
　また、上記油圧サーボ１３の油室は、上記ボス部３ｂの油路９４に連通しており、該油
路９４は、不図示の油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１３に対しては
、ケース３のボス部３ｂとドラム状部材２５との間をシールする１対のシールリング８４
によって、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１３の油室までの油路が構成されている
。
【０２１８】
　また、上記入力軸２上には、図中左方側において、ドラム状部材２１が接続されており
、該ドラム状部材２１の先端部内周側には、クラッチＣ１用油圧サーボ１１により係合自
在となっているクラッチＣ１の摩擦板７１がスプライン係合する形で配置されている。該
クラッチＣ１の摩擦板７１の内周側には、ハブ部材２２がスプライン係合する形で配置さ
れており、該ハブ部材２２は、上記サンギヤＳ２に接続されている。
【０２１９】
　上記ドラム状部材２５は、上記ボス部３ｂに回転自在に支持されており、該ドラム状部
材２５の先端部外周側には、上記ブレーキＢ１用油圧サーボ１４により係止自在となって
いるブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合する形で配置されている。該ドラム状部
材２５の先端部内周側には、クラッチＣ３用油圧サーボ１３により係合自在となっている
クラッチＣ３の摩擦板７３がスプライン係合する形で配置されており、該クラッチＣ３の
摩擦版７３の内周側には、リングギヤＲ１がスプライン係合する形で接続されている。
【０２２０】
　また、キャリヤＣＲ１は、ピニオンＰａ及びピニオンＰｂを有しており、該ピニオンＰ
ｂは上記リングギヤＲ１に噛合し、該ピニオンＰａは、入力軸２に接続されたサンギヤＳ
１に噛合している。該キャリヤＣＲ１は、側板を介してケース３のボス部３ｂに固定され
ており、該リングギヤＲ１は支持部材２６によりボス部３ｂに回転自在に支持されている
。
【０２２１】
　そして、上記ドラム状部材２５には、クラッチＣ３が係合した際にリングギヤＲ１の回
転を伝達する伝達部材３０が接続されており、また、該伝達部材３０の他方側には、上記
プラネタリギヤユニットＰＵのサンギヤＳ３が接続されている。
【０２２２】
　以上の構成に基づく自動変速機構１１２の作用は、第１の参考例と同様であるので（第
２図及び第３図参照）、その説明を省略する。
【０２２３】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１１２によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ１をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプ
ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自
動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）
を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショ
ックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタ
リギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３
の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９３，９４）
の構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができ
る。
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【０２２４】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８４を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８４を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０２２５】
　また、クラッチＣ３の内周側に、クラッチＣ１を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ３を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ３及びその油圧サーボ１３を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１３の油室の受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ３のトル
ク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ３に比してト
ルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ１を内周側に配置することで、自動変速機
のコンパクト化を図ることができる。
【０２２６】
　また、本参考例の自動変速機構１１２は、前進４速段において直結状態となる変速機構
であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより
、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くす
ることができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０２２７】
　＜第１３の実施の形態＞
　以下、第１２の参考例を一部変更した第１３の実施の形態について第１９図に沿って説
明する。第１９図は第１３の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面
図である。なお、第１３の実施の形態は、一部変更を除き、第１２の参考例と同様の部分
に同符号を付して、その説明を省略する。
【０２２８】
　第１９図に示すように、第１３の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構１１３は
、第１２の参考例の自動変速機構１１２に対して（第１８図参照）、プラネタリギヤＰＲ
と、クラッチＣ１と、クラッチＣ３との配置を変更したものである。
【０２２９】
　該自動変速機構１１３において、クラッチＣ１及びクラッチＣ３は、プラネタリギヤＰ
Ｒの、プラネタリギヤユニットＰＵの反対側（図中左方側）に配置されている。該クラッ
チＣ３のドラム状部材２５の先端部内周側は、摩擦板７３にスプライン係合しており、該
摩擦板７３の内周側には、ハブ部材２６がスプライン係合している。ドラム状部材２５は
、入力軸２に接続されており、ハブ部材２６は、サンギヤＳ１に接続されている。また、
油圧サーボ１１、摩擦板７１、ドラム状部材２１、ハブ部材２２を有するクラッチＣ１は
、上記クラッチＣ３の内周側、即ちハブ部材２６に内包される形で配置されている。
【０２３０】
　一方、プラネタリギヤＰＲの外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、を有する多板
式ブレーキＢ１が配置されている。該プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１は、その側板
がケース３に固定支持されている。そして、リングギヤＲ１には伝達部材３０が接続され
ており、該伝達部材３０の外周側にはブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合してい
ると共に、該伝達部材３０がサンギヤＳ３に接続されている。
【０２３１】
　以上の構成に基づく自動変速機構１１０の作用は、第３の実施の形態と同様であるので
（第６図及び第７図参照）、その説明を省略する。
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【０２３２】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１１３によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ１をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自動
変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）を
小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショッ
クの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタリ
ギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３の
油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９３，９４）の
構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる
。
【０２３３】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８４を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８４を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０２３４】
　また、クラッチＣ３の内周側に、クラッチＣ１を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ３を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ３及びその油圧サーボ１３を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１３の油室の受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ３のトル
ク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ３に比してト
ルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ１を内周側に配置することで、自動変速機
のコンパクト化を図ることができる。
【０２３５】
　また、例えばクラッチＣ３をリングギヤＲ１とサンギヤＳ３との間に介在させると、減
速回転を接・断する必要があり、比較的大きなものになってしまうが、入力軸２とサンギ
ヤＳ１との間に介在させることで、該クラッチＣ３による入力軸２の回転の接・断によっ
てプラネタリギヤＰＲのリングギヤＲ１から出力される減速回転を接・断するので、クラ
ッチＣ３をコンパクト化することができ、それにより自動変速機をコンパクト化すること
ができる。
【０２３６】
　また、本実施の形態の自動変速機構１１３は、前進４速段において直結状態となる変速
機構であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それに
より、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低
くすることができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０２３７】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本実施の形態は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間
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の長さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的と
している。
【０２３８】
　本実施の形態では、特にクラッチＣ１をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユ
ニットＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギ
ヤユニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材
３０の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止する
ことができる。
【０２３９】
　＜第１４の参考例＞
　以下、第１２の参考例を一部変更した第１４の参考例について第２０図に沿って説明す
る。第２０図は第１４の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である
。なお、第１４の参考例は、一部変更を除き、第１２の参考例と同様の部分に同符号を付
して、その説明を省略する。
【０２４０】
　第２０図に示すように、第１４の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１１４は、第
１２の参考例の自動変速機構１１２に対して（第１８図参照）、クラッチＣ２の配置を変
更し、また、クラッチＣ３の代わりにブレーキＢ３を配置し、プラネタリギヤＰＲのキャ
リヤＣＲ１をブレーキＢ３により固定自在にしたものである。
【０２４１】
　該自動変速機構１１４において、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵとは反対側（図中左方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧
サーボ１６、摩擦板７６、ハブ部材３３を有している。また、油圧サーボ１１、摩擦板７
１、ドラム状部材２１、ハブ部材２２を有するクラッチＣ１は、上記ブレーキＢ３の内周
側、即ちハブ部材３３に内包される形で配置されている。該ブレーキＢ３のハブ部材３３
は、キャリヤＣＲ１の一方の側板に接続されており、該キャリヤＣＲ１の他方の側板は、
入力軸２に回転自在に支持されている。また、サンギヤＳ１はクラッチＣ１のドラム状部
材２１を介して入力軸２に接続されている。そして、リングギヤＲ１の外周側にブレーキ
Ｂ１の摩擦板７４がスプライン係合していると共に、該リングギヤＲ１には伝達部材３０
が接続されて、該伝達部材３０を介してサンギヤＳ３が接続されている。
【０２４２】
　以上の構成に基づく自動変速機構１１４の作用は、第４の参考例と同様であるので（第
９図及び第１０図参照）、その説明を省略する。
【０２４３】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１１４によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ１をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプ
ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材３０を比較的短くすることができる。それにより、自
動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）
を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショ
ックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタ
リギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２の油圧
サーボ１１，１２に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９３）の構成を容易にする
ことができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる。
【０２４４】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３からシール
リング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供給する
ことで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設けることな
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く、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。従って、油圧サーボ１１
，１２には、それぞれシールリング８１，８２を設けるだけで、油を供給することができ
、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率
を向上させることができる。
【０２４５】
　更に、プラネタリギヤＰＲからプラネタリギヤユニットＰＵに出力する減速回転をブレ
ーキＢ３により接・断するようにしたので、例えばクラッチＣ３を設ける場合に比して、
部品点数（例えばドラム状部材など）を削減することができる。また、ブレーキＢ３は、
ケース３からそのまま油路を構成することができるので、例えばクラッチＣ３を設ける場
合に比して、油路の構成を簡単にすることができる。
【０２４６】
　また、本参考例の自動変速機構１１４は、前進４速段において直結状態となる変速機構
であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより
、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くす
ることができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０２４７】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本参考例は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間の長
さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的として
いる。
【０２４８】
　本参考例では、特にクラッチＣ１をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユニッ
トＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユ
ニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材３０
の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止すること
ができる。
【０２４９】
　＜第１５の参考例＞
　以下、第１乃至第１４の実施の形態や参考例を一部変更した第１５の参考例について第
２１図乃至第２３図に沿って説明する。第２１図は第１５の参考例に係る自動変速機の自
動変速機構を示す模式断面図、第２２図は第１５の参考例に係る自動変速機の作動表、第
２３図は第１５の参考例に係る自動変速機の速度線図である。なお、第１５の参考例は、
変更部分を除き、第１の参考例と同様の部分に同符号を付して、その説明を省略する。
【０２５０】
　第２１図に示すように、第１５の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１１５は、第
１の参考例の自動変速機構１１と同様に、入力軸２上に、プラネタリギヤユニットＰＵと
プラネタリギヤＰＲとを有している。該プラネタリギヤユニットＰＵは、第１シンプルプ
ラネタリギヤＳＰ２と第２シンプルプラネタリＳＰ３とにより構成されており、４つの回
転要素として、連結されているサンギヤＳ２及びサンギヤＳ３、連結されているキャリヤ
ＣＲ３及びリングギヤＲ２、リングギヤＲ３、キャリヤＣＲ２を有している、いわゆるシ
ンプソン型プラネタリギヤである。また、上記プラネタリギヤＰＲは、キャリヤＣＲ１に
、リングギヤＲ１に噛合するピニオンＰ１ｂ及びサンギヤＳ１に噛合するピニオンＰ１ａ
を互いに噛合する形で有している、いわゆるダブルピニオンプラネタリギヤである。
【０２５１】
　上記入力軸２上には、油圧サーボ１１、摩擦板７１、クラッチドラムを形成するドラム
状部材１２１、ハブ部材１２２、を有する多板式クラッチＣ１が配置されている。該油圧
サーボ１１の油室は、ケース３の一端に延設され、入力軸２上にスリーブ状に設けられて
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いるボス部３ａの油路９１に連通しており、該油路９１は、不図示の油圧制御装置に連通
している。即ち、上記油圧サーボ１１に対しては、ケース３のボス部３ａとドラム状部材
１２１との間をシールする１対のシールリング８１を設けるだけで、不図示の油圧制御装
置から油圧サーボ１１の油室までの油路が構成されている。
【０２５２】
　上記入力軸２には、上記ドラム状部材１２１が接続されている。該ドラム状部材１２１
の先端部内周側には、クラッチＣ１用油圧サーボ１１によって係合自在となっているクラ
ッチＣ１の摩擦板７１がスプライン係合する形で配置されており、該クラッチＣ１の摩擦
板７１の内周側がハブ部材１２２にスプライン係合する形で接続されている。そして、該
ハブ部材１２２は、上記サンギヤＳ２に接続されている。
【０２５３】
　一方、入力軸２の他端上（図中左方）には、油圧サーボ１２、摩擦板７２、クラッチド
ラムを形成するドラム状部材１２３、上記キャリヤＣＲ３に接続されているハブ部材１２
４、を有する多板式クラッチＣ２が配置されている。その外周側に、油圧サーボ１３、摩
擦板７３、クラッチドラムを形成するドラム部材１２５、を有する多板式クラッチＣ３が
配置されている。更に、ドラム状部材１２５の外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４
、を有する多板式ブレーキＢ１が配置されている。
【０２５４】
　該油圧サーボ１２の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ｂと連通しており、
該油路２ｂは、ケース３の、上記ボス部３ａとは反対側の他端に延設され、入力軸２上に
スリーブ状に設けられているボス部３ｂの油路９３に連通して、該油路９３は、不図示の
油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１２に対しては、入力軸２とドラム
状部材２３との間をシールする１対のシールリング８２を設けるだけで、不図示の油圧制
御装置から油圧サーボ１２の油室までの油路が構成されている。
【０２５５】
　また、上記油圧サーボ１３の油室は、上記ボス部３ｂの油路９４に連通しており、該油
路９４は、不図示の油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１３に対しては
、ケース３のボス部３ｂとドラム状部材１２５との間をシールする１対のシールリング８
４によって、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１３の油室までの油路が構成されてい
る。
【０２５６】
　また、上記入力軸２上には、図中左方側において、ドラム状部材１２３が接続されてお
り、該ドラム状部材１２３の先端部内周側には、クラッチＣ２用油圧サーボ１２により係
合自在となっているクラッチＣ２の摩擦板７２がスプライン係合する形で配置されている
。該クラッチＣ２の摩擦板７２の内周側には、ハブ部材１２４がスプライン係合する形で
配置されており、該ハブ部材１２４は、上記キャリヤＣＲ３に接続されている。
【０２５７】
　上記ドラム状部材１２５は、上記ボス部３ｂに回転自在に支持されており、該ドラム状
部材１２５の先端部外周側には、上記ブレーキＢ１用油圧サーボ１４により係止自在とな
っているブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合する形で配置されている。該ドラム
状部材１２５の先端部内周側には、クラッチＣ３用油圧サーボ１３により係合自在となっ
ているクラッチＣ３の摩擦板７３がスプライン係合する形で配置されており、該クラッチ
Ｃ３の摩擦版７３の内周側には、リングギヤＲ１がスプライン係合する形で接続されてい
る。
【０２５８】
　また、キャリヤＣＲ１は、ピニオンＰ１ａ及びピニオンＰ１ｂを有しており、該ピニオ
ンＰ１ｂは上記リングギヤＲ１に噛合し、該ピニオンＰ１ａは、入力軸２に接続されたサ
ンギヤＳ１に噛合している。該キャリヤＣＲ１は、側板を介してケース３のボス部３ｂに
固定されており、該リングギヤＲ１は支持部材１２６によりボス部３ｂに回転自在に支持
されている。
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【０２５９】
　そして、上記ドラム状部材１２５には、クラッチＣ３が係合した際にリングギヤＲ１の
回転を伝達する伝達部材１３０が接続されており、また、該伝達部材１３０の他方側には
、上記プラネタリギヤユニットＰＵの第２シンプルプラネタリギヤＳＰ３のリングギヤＲ
３が接続されている。
【０２６０】
　一方、第１シンプルプラネタリギヤＳＰ２の外周側には、ワンウェイクラッチＦ１が配
設されており、該ワンウェイクラッチＦ１のインナーレースが、第１シンプルプラネタリ
ギヤＳＰ１のリングギヤＲ２に接続されているハブ部材１２８に接続されている。また、
該リングギヤＲ２の外周側には、油圧サーボ１５、摩擦板７５を有するブレーキＢ２が配
設されており、該摩擦板７５の内周側がリングギヤＲ２及びハブ部材１２８にスプライン
係合していると共に、該摩擦板７５の外周側がケース３の内周側にスプライン係合して、
つまりブレーキＢ２によって該リングギヤＲ２が係止自在となっている。
【０２６１】
　また、上記リングギヤＲ３の内周側には、側板に支持されたピニオンＰ３を有している
キャリヤＣＲ３が、該ピニオンＰ３を介して噛合しており、該キャリヤＣＲ３は、該ピニ
オンＰ３を介して上記サンギヤＳ３に噛合していると共に、リングギヤＲ２連結されてい
る。更に、上記リングギヤＲ２の内周側には、側板に支持されたピニオンＰ２を有してい
るキャリヤＣＲ２が、該ピニオンＰ２を介して噛合しており、該キャリヤＣＲ２は、該ピ
ニオンＰ２を介して上記サンギヤＳ２に噛合している。そして、該キャリヤＣＲ２は、該
側板１２７を介してカウンタギヤ５に連結されている。
【０２６２】
　以上説明したように、プラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側にプラネタリギヤＰ
ＲとクラッチＣ３とが配置されていると共に、クラッチＣ２が該軸方向一方側に配置され
、軸方向他方側にクラッチＣ１が配置されており、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリギ
ヤユニットＰＵとは反対側（図中右方側）にカウンタギヤ５が配置されている。更に、ク
ラッチＣ３、特にその出力を伝達する伝達部材１３０の内周側に位置する形でクラッチＣ
２が配置されている。また、ブレーキＢ１はプラネタリギヤＰＲの外周側に、ブレーキＢ
２はプラネタリギヤユニットＰＵの外周側に、それぞれ配置されている。
【０２６３】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１１５の作用について第２１図、第２２図
及び第２３図に沿って説明する。なお、第２３図に示す速度線図において、縦軸はそれぞ
れの回転要素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素のギヤ比に対応して示してい
る。また、該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分において、横方向最端部（第
２３図中右方側）の縦軸はリングギヤＲ３に、以降図中左方側へ順に縦軸はリングギヤＲ
２及びキャリヤＣＲ３、キャリヤＣＲ２、サンギヤＳ２及びサンギヤＳ３に対応している
。更に、該速度線図のプラネタリギヤＰＲの部分において、横方向最端部（第２３図中右
方側）の縦軸はサンギヤＳ１に、以降図中左方側へ順に縦軸はリングギヤＲ１、キャリヤ
ＣＲ１に対応している。また、それら縦軸の間隔は、それぞれのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ
３の歯数の逆数、及びそれぞれのリングギヤＲ１，Ｒ３の歯数の逆数に比例している。そ
して、図中横軸方向の破線は伝達部材１３０により回転が伝達されることを示している。
【０２６４】
　第２１図に示すように、上記サンギヤＳ２及びサンギヤＳ３には、クラッチＣ１が係合
することにより入力軸２の回転が入力される。上記キャリヤＣＲ３及びリングギヤＲ２に
は、クラッチＣ２が係合することにより入力軸２の回転が入力されると共に、該キャリヤ
ＣＲ３及びリングギヤＲ２は、ブレーキＢ２の係止により回転が固定自在となっており、
また、ワンウェイクラッチＦ１により一方向の回転が規制されている。
【０２６５】
　一方、上記サンギヤＳ１には、入力軸２の回転が入力され、上記キャリヤＣＲ１は、ケ
ース３に対して回転が固定されており、上記リングギヤＲ１は、該キャリヤＣＲ１を介し
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て該サンギヤＳ１に入力される入力軸２の回転に基づき減速回転する。上記リングギヤＲ
３には、クラッチＣ３が係合することにより、伝達部材１３０を介してリングギヤＲ１の
減速回転が入力される。また、該リングギヤＲ３は、ブレーキＢ１の係止により回転が固
定自在となっている。そして、上記キャリヤＣＲ２の回転は、上記カウンタギヤ５に出力
され、該カウンタギヤ５、不図示のカウンタシャフト部及びディファレンシャル部を介し
て不図示の駆動車輪に出力される。
【０２６６】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進１速段では、第２２図に示すように、クラッチＣ１
及びワンウェイクラッチＦ１が係合される。すると、第２３図に示すように、クラッチＣ
１を介してサンギヤＳ２及びサンギヤＳ３に入力軸２の回転が入力されると共に、キャリ
ヤＣＲ３及びリングギヤＲ２の回転が一方向（正転回転方向）に規制されて、つまりリン
グギヤＲ２の逆転回転が防止されて固定された状態になる。そして、サンギヤＳ２に入力
された入力軸２の回転と、固定されたリングギヤＲ２とによりキャリヤＣＲ２に減速回転
が出力され、前進１速段としての正転回転がカウンタギヤ５から出力される。
【０２６７】
　なお、この際、プラネタリギヤＰＲにおいて、入力軸２の回転が入力されるサンギヤＳ
１と固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ３に減速回転が出力されるが、クラッ
チＣ３が解放されているため、特に伝達部材１３０にはトルク伝達が行われない。また、
エンジンブレーキ時（コースト時）には、ブレーキＢ２を係止してリングギヤＲ２を固定
し、該リングギヤＲ２の正転回転を防止する形で、上記前進１速段の状態を維持する。
【０２６８】
　なお、該前進１速段では、ワンウェイクラッチＦ１によりリングギヤＲ２の逆転回転を
防止し、かつ正転回転を可能にするので、例えば非走行レンジから走行レンジに切換えた
際の前進１速段の達成を、ワンウェイクラッチＦ１の自動係合により滑らかに行うことが
できる。
【０２６９】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進２速段では、第２２図に示すように、クラッチＣ１
ブレーキＢ１が係合される。すると、第２３図に示すように、クラッチＣ１を介してサン
ギヤＳ２及びサンギヤＳ３に入力軸２の回転が入力されると共に、リングギヤＲ３の回転
が固定された状態になる。そして、サンギヤＳ３に入力された入力軸２の回転と、固定さ
れたリングギヤＲ３とによりキャリヤＣＲ３及びリングギヤＲ２に減速回転が出力され、
サンギヤＳ２に入力された入力軸２の回転と、該リングギヤＲ２に入力された減速回転と
によりキャリヤＣＲ２に上記前進１速段よりも大きな減速回転が出力され、前進２速段と
しての正転回転がカウンタギヤ５から出力される。
【０２７０】
　なお、この際も、プラネタリギヤＰＲにおいて、入力軸２の回転が入力されるサンギヤ
Ｓ１と固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ３に減速回転が出力されるが、クラ
ッチＣ３が解放されているため、特に伝達部材１３０にはトルク伝達が行われない。
【０２７１】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進３速段では、第２２図に示すように、クラッチＣ１
及びクラッチＣ３が係合される。すると、第２３図に示すように、サンギヤＳ１に入力軸
２の回転が入力され、固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ１が減速回転する。
また、クラッチＣ３の係合により、上記伝達部材１３０を介してリングギヤＲ３に該リン
グギヤＲ１の減速回転が入力される。一方、サンギヤＳ３には、入力軸２の回転が入力さ
れ、該サンギヤＳ３に入力された入力軸２の回転と、リングギヤＲ３の減速回転とにより
キャリヤＣＲ３及びリングギヤＲ２に僅かに大きな減速回転が出力され、サンギヤＳ２に
入力された入力軸２の回転と、該リングギヤＲ２に入力された僅かに大きな減速回転とに
よりキャリヤＣＲ２に上記前進２速段よりも大きな減速回転が出力され、前進３速段とし
ての正転回転がカウンタギヤ５から出力される。なお、この際、リングギヤＲ１及びリン
グギヤＲ３は減速回転しているので、上記伝達部材１３０は、比較的大きなトルク伝達を
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行っている。
【０２７２】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進４速段では、第２２図に示すように、クラッチＣ１
及びクラッチＣ２が係合される。すると、第２３図に示すように、クラッチＣ１を介して
サンギヤＳ２及びサンギヤＳ３と、クラッチＣ２を介してキャリヤＣＲ３及びリングギヤ
Ｒ２とに入力軸２の回転が入力される。それにより、サンギヤＳ２に入力された入力軸２
の回転と、リングギヤＲ２に入力された入力軸２の回転とにより、つまり直結回転の状態
となってキャリヤＣＲ２に入力軸２の回転がそのまま出力され、前進４速段としての正転
回転がカウンタギヤ５から出力される。なお、この際も、プラネタリギヤＰＲにおいて、
入力軸２の回転が入力されるサンギヤＳ１と固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤ
Ｒ３に減速回転が出力されるが、クラッチＣ３が解放されているため、特に伝達部材１３
０にはトルク伝達が行われない。
【０２７３】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進５速段では、第２２図に示すように、クラッチＣ２
及びクラッチＣ３が係合される。すると、第２３図に示すように、サンギヤＳ１に入力軸
２の回転が入力され、固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ１が減速回転する。
また、クラッチＣ３の係合により、上記伝達部材１３０を介してリングギヤＲ３に該リン
グギヤＲ１の減速回転が入力される。一方、キャリヤＣＲ３及びリングギヤＲ２には、入
力軸２の回転が入力され、該キャリヤＣＲ３に入力された入力軸２の回転と、リングギヤ
Ｒ３の減速回転とによりサンギヤＳ３及びサンギヤＳ３に増速回転が出力される。そして
、リングギヤＲ２に入力された入力軸２の回転と、該サンギヤＳ２に入力された増速回転
とによりキャリヤＣＲ２に増速回転が出力され、前進５速段としての正転回転がカウンタ
ギヤ５から出力される。なお、この際、上記前進３速段の状態と同様に、リングギヤＲ１
及びリングギヤＲ３は減速回転しているので、上記伝達部材１３０は、比較的大きなトル
ク伝達を行っている。
【０２７４】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進６速段では、第２２図に示すように、クラッチＣ２
が係合され、ブレーキＢ１が係止される。すると、第２３図に示すように、クラッチＣ２
を介してキャリヤＣＲ３及びリングギヤＲ２に入力軸２の回転が入力されると共に、ブレ
ーキＢ１の係止によりリングギヤＲ３が固定される。それにより、キャリヤＣＲ３に入力
された入力軸２の回転と固定されたリングギヤＲ３とにより、（上記前進５速段よりも大
きな）増速回転となってサンギヤＳ３及びサンギヤＳ２に出力され、リングギヤＲ２に入
力された入力軸２の回転と、該サンギヤＳ２に入力された増速回転とによりキャリヤＣＲ
２に前進５速段より大きな増速回転が出力され、前進６速段としての正転回転がカウンタ
ギヤ５から出力される。なお、この際も、プラネタリギヤＰＲにおいて、入力軸２の回転
が入力されるサンギヤＳ１と固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ３に減速回転
が出力されるが、クラッチＣ３が解放されているため、特に伝達部材１３０にはトルク伝
達が行われない。
【０２７５】
　Ｒ（リバース）レンジにおける後進１速段では、第２２図に示すように、クラッチＣ３
が係合され、ブレーキＢ２が係止される。すると、第２３図に示すように、サンギヤＳ１
に入力軸２の回転が入力され、固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ１が減速回
転する。また、クラッチＣ３の係合により、上記伝達部材１３０を介してリングギヤＲ３
に該リングギヤＲ１の減速回転が入力される。一方、ブレーキＢ２の係止によりキャリヤ
ＣＲ３及びリングギヤＲ２の回転が固定され、固定されたキャリヤＣＲ３と、リングギヤ
Ｒ３の減速回転とによりサンギヤＳ３及びサンギヤＳ３に逆転回転が出力される。そして
、固定されたリングギヤＲ２と、該サンギヤＳ２に入力された逆転回転とによりキャリヤ
ＣＲ２に逆転回転が出力され、後進１速段としての逆転回転がカウンタギヤ５から出力さ
れる。なお、この際、上記前進３速段や前進５速段の状態と同様に、リングギヤＲ１及び
リングギヤＲ３は減速回転しているので、上記伝達部材１３０は、比較的大きなトルク伝
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達を行っている。
【０２７６】
　Ｐ（パーキング）レンジ及びＮ（ニュートラル）レンジでは、特にクラッチＣ１、クラ
ッチＣ２及びクラッチＣ３が解放されており、入力軸２とカウンタギヤ５との間の動力伝
達が切断状態であって、自動変速機構１１５全体としては空転状態（ニュートラル状態）
となる。
【０２７７】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１１５によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材１３０を比較的短くすることができる。それにより、自
動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）
を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショ
ックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタ
リギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３
の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９３，９４）
の構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができ
る。
【０２７８】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８４を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８４を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０２７９】
　また、クラッチＣ３の内周側に、クラッチＣ２を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ３を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ３及びその油圧サーボ１３を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１３の油室の受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ３のトル
ク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ３に比してト
ルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ２を内周側に配置することで、自動変速機
のコンパクト化を図ることができる。
【０２８０】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材１２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第３図参
照）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材１３０が減速回転し、前進６速段では
伝達部材１３０が固定される場合が生じ、ハブ部材１２２と伝達部材１３０との回転数差
が大きくなる場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラ
ネタリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材１２２と伝達部材１３０とを分
離して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比
して、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下
を防ぐことができる。
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【０２８１】
　また、本参考例の自動変速機構１１５は、前進４速段において直結状態となる変速機構
であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより
、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くす
ることができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０２８２】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本参考例は、径
方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている。
【０２８３】
　本参考例では、連結部材、特に伝達部材１３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ２を
配置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置する
ことができる。
【０２８４】
　＜第１６の実施の形態＞
　以下、第１５の参考例を一部変更した第１６の実施の形態について第２４図乃至第２６
図に沿って説明する。第２４図は第１６の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を
示す模式断面図、第２５図は第１６の実施の形態に係る自動変速機の作動表、第２６図は
第１６の実施の形態に係る自動変速機の速度線図である。なお、第１６の実施の形態は、
変更部分を除き、第１５の参考例と同様の部分に同符号を付して、その説明を省略する。
【０２８５】
　第２４図に示すように、第１６の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構１１６は
、第１５の参考例の自動変速機構１１５に対して（第２１図参照）、プラネタリギヤＰＲ
と、クラッチＣ３との配置を変更したものである。
【０２８６】
　該自動変速機構１１６において、クラッチＣ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵの反対側（図中左方側）に配置されている。該クラッチＣ３のドラム状
部材１２５の先端部内周側は、摩擦板７３にスプライン係合しており、該摩擦板７３の内
周側には、ハブ部材１２６がスプライン係合している。ドラム状部材１２５は、入力軸２
に接続されており、ハブ部材１２６は、サンギヤＳ１に接続されている。また、油圧サー
ボ１２、摩擦板７２、ドラム状部材１２３、ハブ部材１２４を有するクラッチＣ２は、上
記クラッチＣ３の内周側、即ちハブ部材１２６に内包される形で配置されている。
【０２８７】
　一方、プラネタリギヤＰＲの外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、を有する多板
式ブレーキＢ１が配置されている。該プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１は、その側板
がケース３に固定支持されている。そして、リングギヤＲ１には伝達部材１３０が接続さ
れており、該伝達部材１３０の外周側にはブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合し
ていると共に、該伝達部材１３０がリングギヤＲ３に接続されている。
【０２８８】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１１６の作用について第２４図、第２５図
及び第２６図に沿って説明する。なお、上記第１の参考例と同様に、第２６図に示す速度
線図において、縦軸はそれぞれの回転要素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素
のギヤ比に対応して示している。また、該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分
において、横方向最端部（第２６図中右方側）の縦軸はリングギヤＲ３に、以降図中左方
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側へ順に縦軸はリングギヤＲ２及びキャリヤＣＲ３、キャリヤＣＲ２、サンギヤＳ２及び
サンギヤＳ３に対応している。更に、該速度線図のプラネタリギヤＰＲの部分において、
横方向最端部（第２６図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ１に、以降図中左方側へ順に縦軸
はリングギヤＲ１、キャリヤＣＲ１に対応している。また、それら縦軸の間隔は、それぞ
れのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ３の歯数の逆数、及びそれぞれのリングギヤＲ１，Ｒ３の歯
数の逆数に比例している。そして、図中横軸方向の破線は伝達部材１３０により回転が伝
達されることを示している。
【０２８９】
　第２４図に示すように、クラッチＣ３が係合することにより上記サンギヤＳ１には、入
力軸２の回転が入力される。また、上記キャリヤＣＲ１は、ケース３に対して回転が固定
されており、上記リングギヤＲ１は、該サンギヤＳ１に入力される入力軸２の回転に基づ
き減速回転する。つまりリングギヤＲ３には、クラッチＣ３が係合することにより、伝達
部材１３０を介してリングギヤＲ１の減速回転が入力される。
【０２９０】
　すると、第２５図及び第２６図に示すように、プラネタリギヤＰＲにおいて、前進３速
段、前進５速段、後進１速段では、クラッチＣ３が係合されることにより入力軸２の回転
がサンギヤＳ１に入力され、固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ３に減速回転
が出力されて、伝達部材１３０を介してリングギヤＲ３に減速回転が入力される。この際
、リングギヤＲ１及びリングギヤＲ３は減速回転しているので、上記伝達部材１３０は、
比較的大きなトルク伝達を行っている。一方、前進１速段、前進２速段、前進４速段、前
進６速段では、伝達部材１３０を介してリングギヤＲ３の回転がリングギヤＲ１に入力さ
れ、また、クラッチＣ３が解放されているため、第７図に示すように、サンギヤＳ１が、
該リングギヤＲ１のそれぞれ変速段における回転と固定されたキャリヤＣＲ１とに基づき
回転する。
【０２９１】
　なお、上記プラネタリギヤＰＲ以外の作用については、上述した第１５の参考例と同様
であるので（第２２図及び第２３図参照）、その説明を省略する。
【０２９２】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１１６によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材１３０を比較的短くすることができる。それにより、自
動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）
を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショ
ックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタ
リギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３
の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９３，９４）
の構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができ
る。
【０２９３】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１３は、ケース３から延設されたボス部３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８４を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８４を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
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最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０２９４】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材１２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第３図参
照）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材１３０が減速回転し、前進６速段では
伝達部材１３０が固定される場合が生じ、ハブ部材１２２と伝達部材１３０との回転数差
が大きくなる場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラ
ネタリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材１２２と伝達部材１３０とを分
離して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比
して、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下
を防ぐことができる。
【０２９５】
　また、例えばクラッチＣ３をリングギヤＲ１とサンギヤＳ３との間に介在させると、減
速回転を接・断する必要があり、比較的大きなものになってしまうが、入力軸２とサンギ
ヤＳ１との間に介在させることで、該クラッチＣ３による入力軸２の回転の接・断によっ
てプラネタリギヤＰＲのリングギヤＲ１から出力される減速回転を接・断するので、クラ
ッチＣ３をコンパクト化することができ、それにより自動変速機をコンパクト化すること
ができる。
【０２９６】
　また、本実施の形態の自動変速機構１１６は、前進４速段において直結状態となる変速
機構であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それに
より、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低
くすることができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０２９７】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本実施の形態は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間
の長さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的と
している。
【０２９８】
　本実施の形態では、特にクラッチＣ２をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユ
ニットＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギ
ヤユニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材
１３０の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止す
ることができる。
【０２９９】
　＜第１７の参考例＞
　以下、第１５の参考例を一部変更した第１７の参考例について第２７図乃至第２９図に
沿って説明する。第２７図は第１７の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式
断面図、第２８図は第１７の参考例に係る自動変速機の作動表、第２９図は第１７の参考
例に係る自動変速機の速度線図である。なお、第１７の参考例は、変更部分を除き、第１
５の参考例と同様の部分に同符号を付して、その説明を省略する。
【０３００】
　第２７図に示すように、第１７の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１１７は、第
１５の参考例の自動変速機構１１５に対して（第２１図参照）、クラッチＣ２の配置を変
更し、また、クラッチＣ３の代わりにブレーキＢ３を配置し、プラネタリギヤＰＲのキャ



(49) JP 4428419 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

リヤＣＲ１をブレーキＢ３により固定自在にしたものである。
【０３０１】
　該自動変速機構１１７において、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵとは反対側（図中左方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧
サーボ１６、摩擦板７６、ハブ部材１３３を有している。また、油圧サーボ１２、摩擦板
７２、ドラム状部材１２３、ハブ部材１２４を有するクラッチＣ２は、上記ブレーキＢ３
の内周側、即ちハブ部材１３３に内包される形で配置されている。該ブレーキＢ３のハブ
部材１３３は、キャリヤＣＲ１の一方の側板に接続されており、該キャリヤＣＲ１の他方
の側板は、入力軸２に回転自在に支持されている。また、サンギヤＳ１はクラッチＣ２の
ドラム状部材１２３を介して入力軸２に接続されている。そして、リングギヤＲ１の外周
側にブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合していると共に、該リングギヤＲ１には
伝達部材１３０が接続されて、該伝達部材１３０を介してリングギヤＲ３が接続されてい
る。
【０３０２】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１１７の作用について第２７図、第２８図
及び第２９図に沿って説明する。なお、上記第１の参考例と同様に、第２９図に示す速度
線図において、縦軸はそれぞれの回転要素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素
のギヤ比に対応して示している。また、該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分
において、横方向最端部（第２９図中右方側）の縦軸はリングギヤＲ３に、以降図中左方
側へ順に縦軸はリングギヤＲ２及びキャリヤＣＲ３、キャリヤＣＲ２、サンギヤＳ２及び
サンギヤＳ３に対応している。更に、該速度線図のプラネタリギヤＰＲの部分において、
横方向最端部（第２９図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ１に、以降図中左方側へ順に縦軸
はリングギヤＲ１、キャリヤＣＲ１に対応している。また、それら縦軸の間隔は、それぞ
れのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ３の歯数の逆数、及びそれぞれのリングギヤＲ１，Ｒ３の歯
数の逆数に比例している。そして、図中横軸方向の破線は伝達部材１３０により回転が伝
達されることを示している。
【０３０３】
　第２７図に示すように、ブレーキＢ３が係止することにより上記キャリヤＣＲ１は、ケ
ース３に対して固定される。また、サンギヤＳ１には、入力軸２の回転が入力されており
、上記リングギヤＲ１は、該キャリヤＣＲ１が固定されることにより、該サンギヤＳ１に
入力される入力軸２の回転に基づき減速回転する。つまりリングギヤＲ３には、ブレーキ
Ｂ３が係合することにより、伝達部材１３０を介してリングギヤＲ１の減速回転が入力さ
れる。
【０３０４】
　すると、第２８図及び第２９図に示すように、プラネタリギヤＰＲにおいて、前進３速
段、前進５速段、後進１速段では、ブレーキＢ３が係止されることによりキャリヤＣＲ１
が固定され、入力軸２の回転が入力されているサンギヤＳ１の回転によりリングギヤＲ３
に減速回転が出力されて、伝達部材１３０を介してリングギヤＲ３に減速回転が入力され
る。この際、リングギヤＲ１及びリングギヤＲ３は減速回転しているので、上記伝達部材
１３０は、比較的大きなトルク伝達を行っている。一方、前進１速段、前進２速段、前進
４速段、前進６速段では、伝達部材１３０を介してリングギヤＲ３の回転がリングギヤＲ
１に入力され、ブレーキＢ３が解放されているため、第２９図に示すように、キャリヤＣ
Ｒ１が、該リングギヤＲ１のそれぞれ変速段における回転と入力軸２の回転のサンギヤＳ
１とに基づき回転する。
【０３０５】
　なお、上記プラネタリギヤＰＲ以外の作用については、上述した第１５の参考例と同様
であるので（第２２図及び第２３図参照）、その説明を省略する。
【０３０６】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１１７によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ１をプ
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ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ１，Ｃ２を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材１３０を比較的短くすることができる。それにより、
自動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力
）を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速シ
ョックの発生を低減することができる。
【０３０７】
　また、油圧サーボ１１，１２は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１１，１２との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１１，１２の油室に油を供給することができる。従って、油圧サー
ボ１１，１２には、それぞれ１対のシールリング８１，８２を設けるだけで、油を供給す
ることができ、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ、それにより、自動
変速機の効率を向上させることができる。
【０３０８】
　また、クラッチＣ１は、比較的低中速段である前進１速段、前進２速段、前進３速段、
前進４速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ１が比較的高速段である前進
５速段、前進６速段や後進１速段などで解放された際に、特に該クラッチＣ１とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材１２２が比較的高回転又は逆転回転することになり（第３図参
照）、一方で前進５速段や後進１速段では伝達部材１３０が減速回転し、前進６速段では
伝達部材１３０が固定される場合が生じ、ハブ部材１２２と伝達部材１３０との回転数差
が大きくなる場合があるが、該クラッチＣ１はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラ
ネタリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまりハブ部材１２２と伝達部材１３０とを分
離して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比
して、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下
を防ぐことができる。
【０３０９】
　更に、プラネタリギヤＰＲからプラネタリギヤユニットＰＵに出力する減速回転をブレ
ーキＢ３により接・断するようにしたので、例えばクラッチＣ３を設ける場合に比して、
部品点数（例えばドラム状部材など）を削減することができる。また、ブレーキＢ３は、
ケース３からそのまま油路を構成することができるので、例えばクラッチＣ３を設ける場
合に比して、油路の構成を簡単にすることができる。
【０３１０】
　また、本参考例の自動変速機構１１７は、前進４速段において直結状態となる変速機構
であり、前進５速段及び前進６速段でのギヤ比を高く設定することができる。それにより
、特に車輌に搭載された際に、高車速で走行する車輌において、エンジン回転数を低くす
ることができ、高速走行での車輌の静粛性に寄与することができる。
【０３１１】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本参考例は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間の長
さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的として
いる。
【０３１２】
　本参考例では、特にクラッチＣ２をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユニッ
トＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユ
ニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材１３
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０の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止するこ
とができる。
【０３１３】
　＜第１８の参考例＞
　以下、第１乃至第１７の実施の形態や参考例を一部変更した第１８の参考例について第
３０図乃至第３２図に沿って説明する。第３０図は第１８の参考例に係る自動変速機の自
動変速機構を示す模式断面図、第３１図は第１８の参考例に係る自動変速機の作動表、第
３２図は第１８の参考例に係る自動変速機の速度線図である。なお、第１８の参考例は、
変更部分を除き、第１の参考例と同様の部分に同符号を付して、その説明を省略する。
【０３１４】
　第３０図に示すように、自動変速機構１１８は、入力軸２上に、プラネタリギヤユニッ
トＰＵとプラネタリギヤＰＲとを有している。該プラネタリギヤユニットＰＵは、４つの
回転要素としてサンギヤＳ２、キャリヤＣＲ２、リングギヤＲ２、及びサンギヤＳ３を有
し、該キャリヤＣＲ２に、側板に支持されてサンギヤＳ２及びリングギヤＲ２に噛合する
ロングピニオンＰＬと、サンギヤＳ３に噛合するショートピニオンＰＳとを、互いに噛合
する形で有している、いわゆるラビニヨ型プラネタリギヤである。また、上記プラネタリ
ギヤＰＲは、キャリヤＣＲ１に、リングギヤＲ１に噛合するピニオンＰｂ及びサンギヤＳ
１に噛合するピニオンＰａを互いに噛合する形で有している、いわゆるダブルピニオンプ
ラネタリギヤである。
【０３１５】
　上記入力軸２上には、内周側に、油圧サーボ１２、摩擦板７２、クラッチドラムを形成
するドラム状部材２２３と、サンギヤＳ２に連結されるハブ部材２２４、を有する多板式
クラッチ（第２のクラッチ）Ｃ２と、その外周側に、油圧サーボ１５、上記ハブ部材２２
４にスプライン係合している摩擦板７５、を有する多板式ブレーキＢ２と、が配置されて
いる。
【０３１６】
　該油圧サーボ１２の油室は、ケース３の一端に延設され、入力軸２上にスリーブ状に設
けられているボス部３ａの油路９１に連通している。そして、該油路９１は、不図示の油
圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１２は、ボス部３ａ上に配置されてい
るため、該ボス部３ａとドラム状部材２２３との間をシールする１対のシールリング８１
によって、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１２の油室までの油路が構成されている
。
【０３１７】
　また、上記入力軸２には、上記ドラム状部材２２３が接続されており、該ドラム状部材
２２３の先端部内周側には、クラッチＣ２用油圧サーボ１２によって係合自在となってい
るクラッチＣ２の摩擦板７２がスプライン係合する形で配置されて、該クラッチＣ２の摩
擦板７２の内周側がハブ部材２２４にスプライン係合する形で接続されている。そして、
該ハブ部材２２４は、上記サンギヤＳ２に接続されている。また、上記ドラム状部材２２
４の外周側には、ブレーキＢ２用油圧サーボ１５により係合自在となっているブレーキＢ
２がスプライン係合する形で配置されている。
【０３１８】
　一方、入力軸２の他端上（図中左方）には、油圧サーボ１３、摩擦板７３、クラッチド
ラムを形成するドラム状部材２２５、ハブ部材２２６、を有する多板式クラッチ（第１の
クラッチ）Ｃ３が配置されている。該クラッチＣ３のドラム状部材２２５の先端内周側に
は摩擦板７３がスプライン係合しており、該摩擦板７３はハブ部材２２６の先端外周側に
スプライン係合して、該ハブ部材２２６がキャリヤＣＲ２に接続されている。
【０３１９】
　該油圧サーボ１３の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ｂと連通しており、
該油路２ｂは、ケース３の、上記ボス部３ａとは反対側の他端に延設され、入力軸２上に
スリーブ状に設けられているボス部３ｂの油路９３に連通して、該油路９３は、不図示の
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油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１３は、ケース３のボス部３ｂとド
ラム状部材２２５との間をシールする１対のシールリング８２によって、不図示の油圧制
御装置から油圧サーボ１３の油室までの油路が構成されている。
【０３２０】
　また、ボス部３ｂ上には、油圧サーボ１１、摩擦板７１、ドラム状部材２２１、を有す
る多板式クラッチ（第３のクラッチ）Ｃ１が配置されている。上記油圧サーボ１１の油室
は、上記ボス部３ｂの油路９４に連通しており、該油路９４は、不図示の油圧制御装置に
連通している。即ち、上記油圧サーボ１１に対しては、ケース３のボス部３ｂとドラム状
部材２２１との間をシールする１対のシールリング８４によって、不図示の油圧制御装置
から油圧サーボ１１の油室までの油路が構成されている。
【０３２１】
　また、上記ボス部３ｂ上には、図中左方側において、ドラム状部材２２１が回転自在に
支持されており、該ドラム状部材２２１の先端部内周側には、クラッチＣ１用油圧サーボ
１１により係合自在となっているクラッチＣ１の摩擦板７１がスプライン係合する形で配
置されている。該クラッチＣ１の内周側には、上記リングギヤＲ１が形成されているハブ
部材２２２がスプライン係合する形で配置されており、該ハブ部材２２２は、入力軸２に
回転自在に支持されている。また、キャリヤＣＲ１は、ピニオンＰａ及びピニオンＰｂを
有しており、該ピニオンＰｂは上記リングギヤＲ１に噛合し、該ピニオンＰａは、入力軸
２に接続されたサンギヤＳ１に噛合している。該キャリヤＣＲ１は、側板を介してケース
３のボス部３ｂに固定されている。
【０３２２】
　そして、上記クラッチＣ１がスプライン係合しているドラム状部材２２１は、上記ボス
部３ｂ上に回転自在に支持され、クラッチＣ１が係合した際にリングギヤＲ１の回転を伝
達する伝達部材２３０が接続されており、また、該伝達部材２３０の他方側には、上記プ
ラネタリギヤユニットＰＵのサンギヤＳ３が接続されている。
【０３２３】
　一方、プラネタリギヤユニットＰＵの外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、ハブ
部材２２８を有する多板式ブレーキＢ１が配置されている。上記プラネタリギヤユニット
ＰＵのキャリヤＣＲ２の側板には、上記ブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合して
いる形のハブ部材２２８が接続されており、また、該ハブ部材２２８にはワンウェイクラ
ッチＦ１のインナーレースが接続されている。該キャリヤＣＲ２のショートピニオンＰＳ
にはサンギヤＳ３が噛合している。そして、該キャリヤＣＲ２のロングピニオンＰＬには
、上記サンギヤＳ２及びリングギヤＲ２が噛合しており、該リングギヤＲ２の一端には連
結部材２２７が接続されて、該リングギヤＲ２が該連結部材２２７を介してカウンタギヤ
５に連結されている。
【０３２４】
　以上説明したように、プラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側にプラネタリギヤＰ
ＲとクラッチＣ３とが配置されていると共に、クラッチＣ１が該軸方向一方側に配置され
、軸方向他方側にクラッチＣ２が配置されており、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリギ
ヤユニットＰＵとは反対側（図中右方側）にカウンタギヤ５が配置されている。更に、ク
ラッチＣ１、特にその出力を伝達する伝達部材２３０の内周側に位置する形でクラッチＣ
３が配置されている。また、ブレーキＢ２はクラッチＣ２の外周側に、ブレーキＢ１はプ
ラネタリギヤユニットＰＵの外周側に、それぞれ配置されている。
【０３２５】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１１８の作用について第３０図、第３１図
及び第３２図に沿って説明する。なお、第３２図に示す速度線図において、縦軸はそれぞ
れの回転要素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素のギヤ比に対応して示してい
る。また、該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分において、横方向最端部（第
３２図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ３に、以降図中左方側へ順に縦軸はリングギヤＲ２
、キャリヤＣＲ２、サンギヤＳ２に対応している。更に、該速度線図のプラネタリギヤＰ
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Ｒの部分において、横方向最端部（第３２図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ１に、以降図
中左方側へ順に縦軸はリングギヤＲ１、キャリヤＣＲ１に対応している。また、それら縦
軸の間隔は、それぞれのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ３の歯数の逆数、及びそれぞれのリング
ギヤＲ１，Ｒ３の歯数の逆数に比例している。そして、図中横軸方向の破線は伝達部材２
３０により回転が伝達されることを示している。
【０３２６】
　第３０図に示すように、上記サンギヤＳ２には、クラッチＣ２が係合することにより入
力軸２の回転が入力されると共に、該サンギヤＳ２は、ブレーキＢ２の係止により回転が
固定自在となっている。上記キャリヤＣＲ２には、クラッチＣ３が係合することにより入
力軸２の回転が入力されると共に、該キャリヤＣＲ２は、ブレーキＢ２の係止により回転
が固定自在となっており、また、ワンウェイクラッチＦ１により一方向の回転が規制され
ている。
【０３２７】
　一方、上記サンギヤＳ１は、入力軸２に接続されており、該入力軸２の回転が入力され
、また、上記キャリヤＣＲ１はケース３に接続されて、回転が固定されており、それによ
ってリングギヤＲ１は減速回転する。また、クラッチＣ１が係合することにより、該リン
グギヤＲ１の減速回転がサンギヤＳ３に入力される。そして、上記リングギヤＲ２の回転
は、上記カウンタギヤ５に出力され、該カウンタギヤ５、不図示のカウンタシャフト部及
びディファレンシャル部を介して不図示の駆動車輪に出力される。
【０３２８】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進１速段では、第３１図に示すように、クラッチＣ１
及びワンウェイクラッチＦ１が係合される。すると、第３２図に示すように、クラッチＣ
１、伝達部材２３０を介してリングギヤＲ１の減速回転がサンギヤＳ３に入力される。ま
た、ワンウィイクラッチＦ１によりキャリヤＣＲ２の回転が一方向（正転回転方向）に規
制されて、つまりキャリヤＣＲ２の逆転回転が防止されて固定された状態になる。そして
、サンギヤＳ３に入力された減速回転と、固定されたキャリヤＣＲ２とにより、リングギ
ヤＲ２が前進１速段としての正転回転となり、その回転がカウンタギヤ５から出力される
。
【０３２９】
　なお、エンジンブレーキ時（コースト時）には、ブレーキＢ１を係止してキャリヤＣＲ
２を固定し、該キャリヤＣＲ２の正転回転を防止する形で、上記前進１速段の状態を維持
する。また、該前進１速段では、ワンウェイクラッチＦ１によりキャリヤＣＲ２の逆転回
転を防止し、かつ正転回転を可能にするので、例えば非走行レンジから走行レンジに切換
えた際の前進１速段の達成を、ワンウェイクラッチの自動係合により滑らかに行うことが
できる。なお、この際、サンギヤＳ３及びリングギヤＲ１は減速回転しているので、上記
伝達部材２３０は、比較的大きなトルク伝達を行っている。
【０３３０】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進２速段では、第３１図に示すように、クラッチＣ１
が係合され、ブレーキＢ２が係止される。すると、第３２図に示すように、クラッチＣ１
、伝達部材２３０を介してリングギヤＲ１の減速回転がサンギヤＳ３に入力されると共に
、サンギヤＳ２の回転がブレーキＢ２により固定される。それにより、キャリヤＣＲ２が
僅かに減速回転し、サンギヤＳ３に入力された減速回転と、該僅かな減速回転のキャリヤ
ＣＲ２とにより、リングギヤＲ２が前進２速段としての正転回転となり、その回転がカウ
ンタギヤ５から出力される。なお、この際も、サンギヤＳ３及びリングギヤＲ１は減速回
転しているので、上記伝達部材２３０は、比較的大きなトルク伝達を行っている。
【０３３１】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進３速段では、第３１図に示すように、クラッチＣ１
及びクラッチＣ２が係合される。すると、第３２図に示すように、クラッチＣ１、伝達部
材２３０を介してリングギヤＲ１の減速回転がサンギヤＳ３に入力されると共に、クラッ
チＣ２の係合によりサンギヤＳ２に入力軸２の回転が入力される。すると、サンギヤＳ２
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に入力された入力軸２の回転と、サンギヤＳ３の減速回転とにより、キャリヤＣＲ２が、
該サンギヤＳ３の減速回転より僅かに大きな減速回転となる。そして、サンギヤＳ２の入
力回転と、サンギヤＳ３の減速回転とにより、リングギヤＲ２が前進３速段としての正転
回転となり、その回転がカウンタギヤ５から出力される。なお、この際も、サンギヤＳ３
及びリングギヤＲ１は減速回転しているので、上記伝達部材２３０は、比較的大きなトル
ク伝達を行っている。
【０３３２】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進４速段では、第３１図に示すように、クラッチＣ１
及びクラッチＣ３が係合される。すると、第３２図に示すように、クラッチＣ１、伝達部
材２３０を介してリングギヤＲ１の減速回転がサンギヤＳ３に入力されると共に、クラッ
チＣ３を介してキャリヤＣＲ２に入力軸２の回転が入力される。そして、キャリヤＣＲ２
に入力された入力軸２の回転と、サンギヤＳ３の減速回転とにより、リングギヤＲ２が前
進４速段としての正転回転となり、その回転がカウンタギヤ５から出力される。なお、こ
の際も、サンギヤＳ３及びリングギヤＲ１は減速回転しているので、上記伝達部材２３０
は、比較的大きなトルク伝達を行っている。
【０３３３】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進５速段では、第３１図に示すように、クラッチＣ２
及びクラッチＣ３が係合される。すると、第３２図に示すように、クラッチＣ３を介して
キャリヤＣＲ２に入力軸２の回転が入力されると共に、クラッチＣ２を介してサンギヤＳ
２に入力軸２の回転が入力される。そして、サンギヤＳ２に入力された入力軸２の回転と
、キャリヤＣＲ２に入力された入力軸２の回転とにより、つまりリングギヤＲ２が直結回
転の状態となって、前進５速段として入力軸２と同回転の正転回転となり、その回転がカ
ウンタギヤ５から出力される。
【０３３４】
　Ｄ（ドライブ）レンジにおける前進６速段では、第３１図に示すように、クラッチＣ３
が係合され、ブレーキＢ２が係止される。すると、第３２図に示すように、クラッチＣ３
を介してキャリヤＣＲ２に入力軸２の回転が入力されると共に、ブレーキＢ２の係止によ
りサンギヤＳ２の回転が固定される。そして、キャリヤＣＲ２に入力された入力軸２の回
転と、固定されたサンギヤＳ２とにより、リングギヤＲ２が前進６速段としての増速回転
となり、その回転がカウンタギヤ５から出力される。
【０３３５】
　Ｒ（リバース）レンジにおける後進１速段では、第３１図に示すように、クラッチＣ２
が係合され、ブレーキＢ１が係止される。すると、第３２図に示すように、クラッチＣ２
の係合によりサンギヤＳ２に入力軸２の回転が入力されると共に、ブレーキＢ１の係止に
よりキャリヤＣＲ２の回転が固定される。そして、サンギヤＳ２に入力された入力軸２の
回転と、固定されたキャリヤＣＲ２とにより、リングギヤＲ２が後進１速段としての逆転
回転となり、その回転がカウンタギヤ５から出力される。
【０３３６】
　Ｐ（パーキング）レンジ及びＮ（ニュートラル）レンジでは、特にクラッチＣ１、クラ
ッチＣ２及びクラッチＣ３が解放されており、入力軸２とカウンタギヤ５との間の動力伝
達が切断状態であって、自動変速機構１１８全体としては空転状態（ニュートラル状態）
となる。
【０３３７】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１１８によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ３をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプ
ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ２，Ｃ３を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材２３０を比較的短くすることができる。それにより、
自動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力
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）を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速シ
ョックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネ
タリギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ
３の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ｂ，９１，９３，９４）の構
成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる。
【０３３８】
　また、油圧サーボ１３は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対のシール
リング８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ｂに油を供給することで、例え
ば入力軸２との油圧サーボ１３との間にシールリングを設けることなく、油圧サーボ１３
の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ１１，１２は、ケース３から延設
されたボス部３ａ，３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を供給することができ
、即ち、１対のシールリング８１，８４を設けることで、油を供給することができる。従
って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１，８２，８４
を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を最小にするこ
とができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０３３９】
　また、クラッチＣ１の内周側に、クラッチＣ３を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ１を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ１及びその油圧サーボ１１を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１１の油室の受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ１のトル
ク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ１に比してト
ルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ３を内周側に配置することで、自動変速機
のコンパクト化を図ることができる。
【０３４０】
　また、クラッチＣ２は、後進１速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ２
が後進１速段で係合された際に、該クラッチＣ２の係合により該クラッチＣ２とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２４が入力軸２の回転と同じになり、一方で伝達部材２３０
が逆転回転することになる場合が生じ、伝達部材２３０とハブ部材２２４との回転数差が
大きくなる場合があるが、該クラッチＣ２はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネ
タリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまり伝達部材２３０とハブ部材２２４とを分離
して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比し
て、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を
防ぐことができる。
【０３４１】
　また、本参考例の自動変速機構１１８は、前進５速段において直結状態となる変速機構
であり、前進１速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができる。そ
れにより、特に車輌に搭載された際に、低中車速で走行する車輌において、エンジンをよ
り良い回転数で使用することができ、低中速走行での燃費の向上を図ることができる。
【０３４２】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本参考例は、径
方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている。
【０３４３】
　本参考例では、連結部材、特に伝達部材２３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ３を
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配置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置する
ことができる。
【０３４４】
　＜第１９の実施の形態＞
　以下、第１８の参考例を一部変更した第１９の実施の形態について第３３図乃至第３５
図に沿って説明する。第３３図は第１９の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を
示す模式断面図、第３４図は第１９の実施の形態に係る自動変速機の作動表、第３５図は
第１９の実施の形態に係る自動変速機の速度線図である。なお、第１９の実施の形態は、
変更部分を除き、第１８の参考例と同様の部分に同符号を付して、その説明を省略する。
【０３４５】
　第３３図に示すように、第１９の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構１１９は
、第１８の参考例の自動変速機構１１８に対して（第３０図参照）、クラッチＣ１の配置
を変更し、また、クラッチＣ２の油圧サーボ１２の油路の構成を変更したものである。
【０３４６】
　該自動変速機構１１９において、クラッチＣ１は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵの反対側（図中左方側）に配置されている。該クラッチＣ１のドラム状
部材２２１の先端部内周側は、摩擦板７１にスプライン係合しており、該摩擦板７１の内
周側には、ハブ部材２２２がスプライン係合している。ドラム状部材２２１は、入力軸２
に接続されており、ハブ部材２２２は、プラネタリギヤＰＲのサンギヤＳ１に接続されて
いる。該プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１は、その側板がケース３に固定支持されて
いる。そして、リングギヤＲ１には伝達部材２３０が接続されており、該伝達部材２３０
がサンギヤＳ３に接続されている。また、油圧サーボ１３、摩擦板７３、ドラム状部材２
２５、ハブ部材２２６を有するクラッチＣ３は、該伝達部材２３０に内包される形で配置
されている。
【０３４７】
　また、油圧サーボ１２の油室は、入力軸２に形成されている油路２ａに連通しており、
該油路２ａは、ケース３の一端に延設され、入力軸２上にスリーブ状に設けられているボ
ス部３ａの油路９１に連通して、該油路９１は、不図示の油圧制御装置に連通している。
即ち、上記油圧サーボ１２に対しては、ケース３のボス部３ａと入力軸２との間をシール
する１対のシールリング８１を設けるだけで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１２
の油室までの油路が構成されている。
【０３４８】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１１９の作用について第３３図、第３４図
及び第３５図に沿って説明する。なお、上記第１の参考例と同様に、第３５図に示す速度
線図において、縦軸はそれぞれの回転要素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素
のギヤ比に対応して示している。また、該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分
において、横方向最端部（第３５図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ３に、以降図中左方側
へ順に縦軸はリングギヤＲ２、キャリヤＣＲ２、サンギヤＳ２に対応している。更に、該
速度線図のプラネタリギヤＰＲの部分において、横方向最端部（第３５図中右方側）の縦
軸はサンギヤＳ１に、以降図中左方側へ順に縦軸はリングギヤＲ１、キャリヤＣＲ１に対
応している。また、それら縦軸の間隔は、それぞれのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ３の歯数の
逆数、及びそれぞれのリングギヤＲ１，Ｒ３の歯数の逆数に比例している。そして、図中
横軸方向の破線は伝達部材２３０により回転が伝達されることを示している。
【０３４９】
　第３３図に示すように、クラッチＣ１が係合することにより上記サンギヤＳ１には、入
力軸２の回転が入力される。また、上記キャリヤＣＲ１は、ケース３に対して回転が固定
されており、上記リングギヤＲ１は、該サンギヤＳ１に入力される入力軸２の回転に基づ
き減速回転する。つまりサンギヤＳ３には、クラッチＣ１が係合することにより、伝達部
材２３０を介してリングギヤＲ１の減速回転が入力される。
【０３５０】



(57) JP 4428419 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

　すると、第３４図及び第３５図に示すように、プラネタリギヤＰＲにおいて、前進１速
段、前進２速段、前進３速段、前進４速段では、クラッチＣ１が係合されることにより入
力軸２の回転がサンギヤＳ１に入力され、固定されたキャリヤＣＲ１によりリングギヤＲ
３に減速回転が出力されて、伝達部材２３０を介してサンギヤＳ３に減速回転が入力され
る。この際、リングギヤＲ１及びサンギヤＳ３は減速回転しているので、上記伝達部材２
３０は、比較的大きなトルク伝達を行っている。一方、前進５速段、前進６速段、後進１
速段では、伝達部材２３０を介してサンギヤＳ３の回転がリングギヤＲ１に入力され、ク
ラッチＣ１が解放されているため、第３５図に示すように、サンギヤＳ１が、該リングギ
ヤＲ１のそれぞれ変速段における回転と固定されたキャリヤＣＲ１とに基づき回転する。
【０３５１】
　なお、上記プラネタリギヤＰＲ以外の作用については、上述した第１８の参考例と同様
であるので（第３１図及び第３２図参照）、その説明を省略する。
【０３５２】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１１９によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ３をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ２，Ｃ３を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材２３０を比較的短くすることができる。それにより、自
動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）
を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショ
ックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタ
リギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３
の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９３，９４）
の構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができ
る。
【０３５３】
　また、油圧サーボ１２，１３は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１２，１３との間にシールリングを設ける
ことなく、油圧サーボ１２，１３の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ
１１は、ケース３から延設されたボス部３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を
供給することができ、即ち、１対のシールリング８４を設けることで、油を供給すること
ができる。従って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１
，８２，８４を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を
最小にすることができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０３５４】
　また、クラッチＣ２は、後進１速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ２
が後進１速段で係合された際に、該クラッチＣ２の係合により該クラッチＣ２とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２４が入力軸２の回転と同じになり、一方で伝達部材２３０
が逆転回転することになる場合が生じ、伝達部材２３０とハブ部材２２４との回転数差が
大きくなる場合があるが、該クラッチＣ２はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネ
タリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまり伝達部材２３０とハブ部材２２４とを分離
して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比し
て、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を
防ぐことができる。
【０３５５】
　また、例えばクラッチＣ１をリングギヤＲ１とサンギヤＳ３との間に介在させると、減
速回転を接・断する必要があり、比較的大きなものになってしまうが、入力軸２とサンギ
ヤＳ１との間に介在させることで、該クラッチＣ１による入力軸２の回転の接・断によっ
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てプラネタリギヤＰＲのリングギヤＲ１から出力される減速回転を接・断するので、クラ
ッチＣ１をコンパクト化することができ、それにより自動変速機をコンパクト化すること
ができる。
【０３５６】
　また、本実施の形態の自動変速機構１１９は、前進５速段において直結状態となる変速
機構であり、前進１速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができる
。それにより、特に車輌に搭載された際に、低中車速で走行する車輌において、エンジン
をより良い回転数で使用することができ、低中速走行での燃費の向上を図ることができる
。
【０３５７】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本実施の形態は
、径方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている
。
【０３５８】
　本実施の形態では、連結部材、特に伝達部材２３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ
３を配置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置
することができる。
【０３５９】
　＜第２０の参考例＞
　以下、第１８の参考例を一部変更した第２０の参考例について第３６図乃至第３８図に
沿って説明する。第３６図は第２０の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式
断面図、第３７図は第２０の参考例に係る自動変速機の作動表、第３８図は第２０の参考
例に係る自動変速機の速度線図である。なお、第２０の参考例は、変更部分を除き、第１
８の参考例と同様の部分に同符号を付して、その説明を省略する。
【０３６０】
　第３６図に示すように、第２０の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１２０は、第
１８の参考例の自動変速機構１１８に対して（第３０図参照）、クラッチＣ１の代わりに
ブレーキＢ３を配置し、プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１をブレーキＢ３により固定
自在にしたものであり、また、クラッチＣ２の油圧サーボ１２の油路の構成を変更したも
のである。
【０３６１】
　該自動変速機構１２０において、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵとは反対側（図中左方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧
サーボ１６、摩擦板７６、ハブ部材２３３を有している。
【０３６２】
　該ブレーキＢ３のハブ部材２３３は、キャリヤＣＲ１の一方の側板に接続されており、
該キャリヤＣＲ１は、入力軸２又はボス部３ａに回転自在に支持されている。また、サン
ギヤＳ１は入力軸２に接続されている。そして、該リングギヤＲ１には伝達部材２３０が
接続されて、該伝達部材２３０を介してサンギヤＳ３が接続されている。
【０３６３】
　また、油圧サーボ１２の油室は、入力軸２に形成されている油路２ａに連通しており、
該油路２ａは、ケース３の一端に延設され、入力軸２上にスリーブ状に設けられているボ
ス部３ａの油路９１に連通して、該油路９１は、不図示の油圧制御装置に連通している。
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即ち、上記油圧サーボ１１に対しては、ケース３のボス部３ａと入力軸２との間をシール
する１対のシールリング８１を設けるだけで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１２
の油室までの油路が構成されている。
【０３６４】
　つづいて、上記構成に基づき、自動変速機構１２０の作用について第３６図、第３７図
及び第３８図に沿って説明する。なお、上記第１の参考例と同様に、第３８図に示す速度
線図において、縦軸はそれぞれの回転要素の回転数を示しており、横軸はそれら回転要素
のギヤ比に対応して示している。また、該速度線図のプラネタリギヤユニットＰＵの部分
において、横方向最端部（第３８図中右方側）の縦軸はサンギヤＳ３に、以降図中左方側
へ順に縦軸はリングギヤＲ２、キャリヤＣＲ２、サンギヤＳ２に対応している。更に、該
速度線図のプラネタリギヤＰＲの部分において、横方向最端部（第３８図中右方側）の縦
軸はサンギヤＳ１に、以降図中左方側へ順に縦軸はリングギヤＲ１、キャリヤＣＲ１に対
応している。また、それら縦軸の間隔は、それぞれのサンギヤＳ１，Ｓ２，Ｓ３の歯数の
逆数、及びそれぞれのリングギヤＲ１，Ｒ３の歯数の逆数に比例している。そして、図中
横軸方向の破線は伝達部材２３０により回転が伝達されることを示している。
【０３６５】
　第３６図に示すように、ブレーキＢ３が係止することにより上記キャリヤＣＲ１は、ケ
ース３に対して固定される。また、サンギヤＳ１には、入力軸２の回転が入力されており
、上記リングギヤＲ１は、該キャリヤＣＲ１が固定されることにより、該サンギヤＳ１に
入力される入力軸２の回転に基づき減速回転する。つまりサンギヤＳ３には、ブレーキＢ
３が係合することにより、伝達部材２３０を介してリングギヤＲ１の減速回転が入力され
る。
【０３６６】
　すると、第３７図及び第３８図に示すように、プラネタリギヤＰＲにおいて、前進１速
段、前進２速段、前進３速段、前進４速段では、ブレーキＢ３が係止されることによりキ
ャリヤＣＲ１が固定され、入力軸２の回転が入力されているサンギヤＳ１の回転によりリ
ングギヤＲ３に減速回転が出力されて、伝達部材２３０を介してサンギヤＳ３に減速回転
が入力される。この際、リングギヤＲ１及びサンギヤＳ３は減速回転しているので、上記
伝達部材２３０は、比較的大きなトルク伝達を行っている。一方、前進５速段、前進６速
段、後進１速段では、伝達部材２３０を介してサンギヤＳ３の回転がリングギヤＲ１に入
力され、ブレーキＢ３が解放されているため、第３８図に示すように、キャリヤＣＲ１が
、該リングギヤＲ１のそれぞれ変速段における回転と入力軸２の回転のサンギヤＳ１とに
基づき回転する。
【０３６７】
　なお、上記プラネタリギヤＰＲ以外の作用については、上述した第１８の参考例と同様
であるので、その説明を省略する。
【０３６８】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１２０によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ３をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプ
ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ２，Ｃ３を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材２３０を比較的短くすることができる。それにより、
自動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力
）を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速シ
ョックの発生を低減することができる。
【０３６９】
　また、油圧サーボ１２，１３は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対の
シールリング８１，８２で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａ，２ｂに油を供
給することで、例えば入力軸２との油圧サーボ１２，１３との間にシールリングを設ける
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ことなく、油圧サーボ１２，１３の油室に油を供給することができる。従って、油圧サー
ボ１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１，８２を設けるだけで、油を供給す
ることができ、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ、それにより、自動
変速機の効率を向上させることができる。
【０３７０】
　また、クラッチＣ２は、後進１速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ２
が後進１速段で係合された際に、該クラッチＣ２の係合により該クラッチＣ２とサンギヤ
Ｓ２とを接続するハブ部材２２４が入力軸２の回転と同じになり、一方で伝達部材２３０
が逆転回転することになる場合が生じ、伝達部材２３０とハブ部材２２４との回転数差が
大きくなる場合があるが、該クラッチＣ２はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネ
タリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまり伝達部材２３０とハブ部材２２４とを分離
して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比し
て、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を
防ぐことができる。
【０３７１】
　更に、プラネタリギヤＰＲからプラネタリギヤユニットＰＵに出力する減速回転をブレ
ーキＢ３により接・断するようにしたので、例えばクラッチＣ１を設ける場合に比して、
部品点数（例えばドラム状部材など）を削減することができる。また、ブレーキＢ３は、
ケース３からそのまま油路を構成することができるので、例えばクラッチＣ１を設ける場
合に比して、油路の構成を簡単にすることができる。
【０３７２】
　また、本参考例の自動変速機構１２０は、前進５速段において直結状態となる変速機構
であり、前進１速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができる。そ
れにより、特に車輌に搭載された際に、低中車速で走行する車輌において、エンジンをよ
り良い回転数で使用することができ、低中速走行での燃費の向上を図ることができる。
【０３７３】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本参考例は、径
方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている。
【０３７４】
　本参考例では、連結部材、特に伝達部材２３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ３を
配置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置する
ことができる。
【０３７５】
　＜第２１の参考例＞
　以下、第１８の参考例を一部変更した第２１の参考例について第３９図に沿って説明す
る。第３９図は第２１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である
。なお、第２１の参考例は、一部変更を除き、第１８の参考例と同様の部分に同符号を付
して、その説明を省略する。
【０３７６】
　第３９図に示すように、第２１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１２１は、第
１８の参考例の自動変速機構１１８に対して（第３０図参照）、クラッチＣ１及びプラネ
タリギヤＰＲの配置を変更したもの（即ち、プラネタリギヤＰＲ及びクラッチＣ１をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの図中右方側に配置し、カウンタギヤ５を該プラネタリギヤＰＲ
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とプラネタリギヤユニットＰＵとの間に配置したもの）である。
【０３７７】
　該自動変速機構１２１において、上記入力軸２上には、内周側に、油圧サーボ１１、摩
擦板７１、クラッチドラムを形成するドラム状部材２２１と、サンギヤＳ３に連結される
ハブ部材２２２、を有する多板式クラッチＣ１と、その外周側に、油圧サーボ１２、摩擦
板７２、クラッチドラムを形成するドラム部材２２３、ハブ部材２２４を有する多板式ク
ラッチＣ２と、が配置されている。また、ハブ部材２２４の外周側には、油圧サーボ１５
、摩擦板７５、を有する多板式ブレーキＢ２が配置されている。
【０３７８】
　上記入力軸２には、上記ドラム状部材２２１が回転自在に支持されており、該ドラム状
部材２２１の先端部内周側には、クラッチＣ１用油圧サーボ１１によって係合自在となっ
ているクラッチＣ１の摩擦板７１がスプライン係合する形で配置されて、該クラッチＣ１
の摩擦版７１の内周側がハブ部材２２２にスプライン係合する形で接続されている。
【０３７９】
　また、上記ボス部３ａには、サンギヤＳ１が固定支持されており、キャリヤＣＲ１は、
側板を介して入力軸２に接続されている。リングギヤＲ１は、ボス部３ａに回転自在に支
持されていると共に、上記ドラム状部材２２１に接続されている。そして、上記ハブ部材
２２２には、伝達部材２３０が接続され、該伝達部材２３０は、上記サンギヤＳ３に接続
されている。
【０３８０】
　なお、油圧サーボ１１の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ａと連通してお
り、該油路２ａは、入力軸２上にスリーブ状に設けられているボス部３ａの油路９１に連
通して、該油路９１は、不図示の油圧制御装置に連通している。該油圧サーボ１１は、ケ
ース３のボス部３ｂと入力軸２との間をシールする１対のシールリング８１と、入力軸２
とドラム状部材２２１との間をシールする１対のシールリング８５とによって、つまり、
２対のシールリングを有して、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１１の油室までの油
路が構成されている。
【０３８１】
　一方、入力軸２の他端上（図中左方）には、油圧サーボ１３、摩擦板７３、クラッチド
ラムを形成するドラム状部材２２５、ハブ部材２２６、を有する多板式クラッチＣ３が配
置されている。該クラッチＣ３のドラム状部材２２５の先端内周側には摩擦板７３がスプ
ライン係合しており、該摩擦板７３はハブ部材２２６の先端外周側にスプライン係合して
、該ハブ部材２２６がキャリヤＣＲ２の側板に接続されている。
【０３８２】
　該油圧サーボ１３の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ｂと連通しており、
該油路２ｂは、ケース３の、上記ボス部３ａとは反対側の他端に延設され、入力軸２上に
スリーブ状に設けられているボス部３ｂの油路９３に連通して、該油路９３は、不図示の
油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１３は、ケース３のボス部３ｂとド
ラム状部材２２５との間をシールする１対のシールリング８２によって、不図示の油圧制
御装置から油圧サーボ１３の油室までの油路が構成されている。
【０３８３】
　一方、プラネタリギヤユニットＰＵの外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、ハブ
部材２２８を有する多板式ブレーキＢ１が配置されている。上記プラネタリギヤユニット
ＰＵのキャリヤＣＲ２の側板には、上記ブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合して
いる形のハブ部材２２８が接続されており、また、該ハブ部材２２８にはワンウェイクラ
ッチＦ１のインナーレースが接続されている。該キャリヤＣＲ２のショートピニオンＰＳ
にはサンギヤＳ３が噛合している。そして、該キャリヤＣＲ２のロングピニオンＰＬには
、上記サンギヤＳ２及びリングギヤＲ２が噛合しており、該リングギヤＲ２の一端には連
結部材２２７が接続されて、該リングギヤＲ２が該連結部材２２７を介してカウンタギヤ
５に連結されている。
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【０３８４】
　以上の構成に基づく自動変速機構１２１の作用は、プラネタリギヤＰＲの部分において
キャリヤＣＲ１とサンギヤＳ１とが入れ替わった形で、つまりサンギヤＳ１が固定され、
キャリヤＣＲ１に入力軸２の回転が入力されるようになっているが、その他の部分は、第
１８の参考例と同様であるので（第３１図及び第３２図参照）、その説明を省略する。
【０３８５】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１２１によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ３をプ
ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ２，Ｃ３を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材２３０を比較的短くすることができる。それにより、
自動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力
）を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速シ
ョックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネ
タリギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ
３の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，２ｂ，９１，９２，９３
）の構成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることがで
きる。
【０３８６】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０３８７】
　また、本参考例の自動変速機構１２１は、前進５速段において直結状態となる変速機構
であり、前進１速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができる。そ
れにより、特に車輌に搭載された際に、低中車速で走行する車輌において、エンジンをよ
り良い回転数で使用することができ、低中速走行での燃費の向上を図ることができる。
【０３８８】
　＜第２２の参考例＞
　以下、第２１の参考例を一部変更した第２２の参考例について第４０図に沿って説明す
る。第４０図は第２２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である
。なお、第２２の参考例は、一部変更を除き、第２１の参考例と同様の部分に同符号を付
して、その説明を省略する。
【０３８９】
　第４０図に示すように、第２２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１２２は、第
２１の参考例の自動変速機構１２１に対して（第３９図参照）、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ２の配置を変更し、また、クラッチＣ１の代わりにブレーキＢ３を配置し、プ
ラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１をブレーキＢ３により固定自在にしたものである。
【０３９０】
　該自動変速機構１２２において、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵとは反対側（図中右方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧
サーボ１６、摩擦板７６、ハブ部材２３３を有しており、該ハブ部材２３３は、ボス部３
ａに回転自在に支持される形でサンギヤＳ１に接続されている。また、油圧サーボ１２、
摩擦板７２、ドラム状部材２２３、ハブ部材２２４、を有するクラッチＣ２は、該ブレー
キＢ３のハブ部材２３３の外周側に配置されている。該クラッチＣ２のドラム状部材２２
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３は、キャリヤＣＲ１の一方の側板に接続されており、該キャリヤＣＲ１の他方の側板は
、入力軸２に接続されている。そして、リングギヤＲ１には伝達部材２３０が接続されて
、該伝達部材２３０を介してサンギヤＳ３が接続されている。
【０３９１】
　なお、油圧サーボ１２の油室は、ハブ部材２３３に形成されている油孔（不図示）を介
して、入力軸２上にスリーブ状に設けられているボス部３ａの油路９１に連通して、該油
路９１は、不図示の油圧制御装置に連通している。該油圧サーボ１１は、ケース３のボス
部３ａとハブ部材２３３との間をシールする１対のシールリング８０と、該ハブ部材２３
３とドラム状部材２２３との間をシールする１対のシールリング８６とによって、つまり
、２対のシールリングを有して、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１２の油室までの
油路が構成されている。
【０３９２】
　以上の構成に基づく自動変速機構１２２の作用は、プラネタリギヤＰＲの部分において
キャリヤＣＲ１とサンギヤＳ１とが入れ替わった形で、つまりキャリヤＣＲ１に入力軸２
の回転が入力され、サンギヤＳ１がブレーキＢ３により固定自在となっているが、その他
の部分は、第２０の参考例と同様であるので（第３７図及び第３８図参照）、その説明を
省略する。
【０３９３】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１２２によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ２をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ３をプ
ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ２，Ｃ３を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材２３０を比較的短くすることができる。それにより、
自動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力
）を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速シ
ョックの発生を低減することができる。
【０３９４】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０３９５】
　更に、プラネタリギヤＰＲからプラネタリギヤユニットＰＵに出力する減速回転をブレ
ーキＢ３により接・断するようにしたので、例えばクラッチＣ１を設ける場合に比して、
部品点数（例えばドラム状部材など）を削減することができる。また、ブレーキＢ３は、
ケース３からそのまま油路を構成することができるので、例えばクラッチＣ１を設ける場
合に比して、油路の構成を簡単にすることができる。
【０３９６】
　また、本参考例の自動変速機構１２２は、前進５速段において直結状態となる変速機構
であり、前進１速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができる。そ
れにより、特に車輌に搭載された際に、低中車速で走行する車輌において、エンジンをよ
り良い回転数で使用することができ、低中速走行での燃費の向上を図ることができる。
【０３９７】
　ところで、例えばプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとの間にクラッチ
が配置されるとその分、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する
連結部材（特に伝達部材）の長さが軸方向に長くなり、該連結部材は減速回転を伝達する
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ものであるため、それに耐え得るように部材の厚みを増す必要性があることから重量が増
加してしまう。そこで本参考例は、減速プラネタリギヤとプラネタリギヤユニット間の長
さを短くして重量の増加を低減することができる自動変速機を提供することを目的として
いる。
【０３９８】
　本参考例では、特にクラッチＣ２をプラネタリギヤＰＲに対してプラネタリギヤユニッ
トＰＵの軸方向反対側に配置することで、それらプラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユ
ニットＰＵとの間にクラッチを設ける必要がなく、その分、連結部材、特に伝達部材２３
０の長さを短くすることができ、それにより、自動変速機全体の重量の増加を防止するこ
とができる。
【０３９９】
　＜第２３の参考例＞
　以下、第１８の参考例を一部変更した第２３の参考例について第４１図に沿って説明す
る。第４１図は第２３の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である
。なお、第２３の参考例は、一部変更を除き、第２３の参考例と同様の部分に同符号を付
して、その説明を省略する。
【０４００】
　第４１図に示すように、第２３の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１２３は、第
１８の参考例の自動変速機構１１８に対して（第３０図参照）、クラッチＣ１及びプラネ
タリギヤＰＲの配置を変更したもの（即ち、プラネタリギヤＰＲ及びクラッチＣ１をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの図中右方側に配置し、カウンタギヤ５を該プラネタリギヤＰＲ
とプラネタリギヤユニットＰＵとの間に配置したもの）であり、更にクラッチＣ２及びブ
レーキＢ２とクラッチＣ３とを入れ替える形で配置したものである。
【０４０１】
　該自動変速機構１２３において、上記入力軸２上には、内周側に、油圧サーボ１３、摩
擦板７３、クラッチドラムを形成するドラム状部材２２５と、サンギヤＳ２に連結される
ハブ部材２２６、を有する多板式クラッチＣ３と、その外周側に、油圧サーボ１１、摩擦
板７１、クラッチドラムを形成するドラム部材２２１、ハブ部材２２２を有する多板式ク
ラッチＣ１と、が配置されている。
【０４０２】
　該油圧サーボ１３の油室は、上記入力軸２に形成されている油路２ａと連通しており、
該油路２ａは、ケース３の一端に延設され、入力軸２上にスリーブ状に設けられているボ
ス部３ａの油路９１に連通している。そして、該油路９１は、不図示の油圧制御装置に連
通している。即ち、上記油圧サーボ１３に対しては、入力軸２上に配置されているため、
ケース３のボス部３ａと入力軸２との間をシールする１対のシールリング８１を設けるだ
けで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１３の油室までの油路が構成されている。
【０４０３】
　また、上記油圧サーボ１１の油室は、上記ボス部３ａの油路９２に連通しており、該油
路９２は、不図示の油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１１に対しては
、ケース３のボス部３ａとドラム状部材２２１との間をシールする１対のシールリング８
０を設けるだけで、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１１の油室までの油路が構成さ
れている。
【０４０４】
　上記入力軸２には、クラッチＣ３のドラム状部材２２５が接続されており、該ドラム状
部材２２５の先端内周側には、クラッチＣ３用油圧サーボ１３によって係合自在となって
いる摩擦板７３がスプライン係合する形で配置されている。該摩擦板７３の内周側には、
ハブ部材２２６がスプライン係合しており、該ハブ部材２２６は、サンギヤＳ２に接続さ
れている。
【０４０５】
　また、上記入力軸２には、上記ドラム状部材２２１が回転自在に支持されており、該ド
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ラム状部材２２１の先端部内周側には、クラッチＣ１用油圧サーボ１１によって係合自在
となっているクラッチＣ１の摩擦板７１がスプライン係合する形で配置されて、該クラッ
チＣ１の摩擦版７１の内周側が、リングギヤＲ１に接続されているハブ部材２２２にスプ
ライン係合する形で接続されている。該リングギヤＲ１は、該ハブ部材２２２を介してボ
ス部３ａに回転自在に支持されている。また、上記入力軸２には、サンギヤＳ１が接続さ
れており、キャリヤＣＲ１は、側板を介してボス部３ａに固定支持されている。そして、
上記ドラム状部材２２１には、伝達部材２３０が接続され、該伝達部材２３０は、上記サ
ンギヤＳ３に接続されている。
【０４０６】
　一方、ケース３の、上記ボス部３ａとは反対側の他端に延設され、入力軸２上にスリー
ブ状に設けられているボス部３ｂ上（図中左方）には、油圧サーボ１２、摩擦板７２、ク
ラッチドラムを形成するドラム状部材２２３、ハブ部材２２４、を有する多板式クラッチ
Ｃ２が配置されている。該油圧サーボ１２の油室は、ボス部３ｂの油路９３に連通して、
該油路９３は、不図示の油圧制御装置に連通している。即ち、上記油圧サーボ１２は、ケ
ース３のボス部３ｂとドラム状部材２２３との間をシールする１対のシールリング８４に
よって、不図示の油圧制御装置から油圧サーボ１２の油室までの油路が構成されている。
【０４０７】
　また、該クラッチＣ２のドラム状部材２２３の先端内周側にはクラッチＣ２用油圧サー
ボ１２によって係合自在な摩擦板７２がスプライン係合しており、該摩擦板７２はハブ部
材２２４の先端外周側にスプライン係合している。また、クラッチＣ２の外周側には、油
圧サーボ１５、摩擦板７５、を有する多板式ブレーキＢ２が配置されており、該ハブ部材
２２４の外周側に、ブレーキＢ２用油圧サーボ１５によって係止自在となっている摩擦板
７５がスプライン係合すると共に、該ハブ部材２２４がサンギヤＳ２に接続されている。
【０４０８】
　一方、プラネタリギヤユニットＰＵの外周側には、油圧サーボ１４、摩擦板７４、ハブ
部材２２８を有する多板式ブレーキＢ１が配置されている。上記プラネタリギヤユニット
ＰＵのキャリヤＣＲ２の側板には、上記ブレーキＢ１の摩擦板７４がスプライン係合して
いる形のハブ部材２２８が接続されており、また、該ハブ部材２２８にはワンウェイクラ
ッチＦ１のインナーレースが接続されている。該キャリヤＣＲ２のショートピニオンＰＳ
にはサンギヤＳ３が噛合している。そして、該キャリヤＣＲ２のロングピニオンＰＬには
、上記サンギヤＳ２及びリングギヤＲ２が噛合しており、該リングギヤＲ２の一端には連
結部材２２７が接続されて、該リングギヤＲ２が該連結部材２２７を介してカウンタギヤ
５に連結されている。
【０４０９】
　以上の構成に基づく自動変速機構１２３の作用は、第１８の参考例と同様であるので（
第３１図及び第３２図参照）、その説明を省略する。
【０４１０】
　以上のように、本参考例に係る自動変速機構１２３によると、プラネタリギヤＰＲ及び
クラッチＣ３をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプ
ラネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネ
タリギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ２，Ｃ３を配置する場合に比して
、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、
減速回転を伝達するための伝達部材２３０を比較的短くすることができる。それにより、
自動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力
）を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速シ
ョックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネ
タリギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ
３の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，９１，９２，９３）の構
成を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる。
【０４１１】
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　また、油圧サーボ１３は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対のシール
リング８１で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａに油を供給することで、例え
ば入力軸２との油圧サーボ１３との間にシールリングを設けることなく、油圧サーボ１３
の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ１１，１２は、ケース３から延設
されたボス部３ａ，３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を供給することができ
、即ち、１対のシールリング８０，８４を設けることで、油を供給することができる。従
って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１，８０，８４
を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を最小にするこ
とができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０４１２】
　また、クラッチＣ１の内周側に、クラッチＣ３を配置するので、減速回転を伝達するた
めに比較的大きなトルクを伝達しなければならないクラッチＣ１を外周側に配置すること
ができ、該クラッチＣ１及びその油圧サーボ１１を大径化することが可能となり、特に油
圧サーボ１１の油室の受圧面積を大きくすることが可能となって、該クラッチＣ１のトル
ク伝達可能な容量を大きくすることができるものでありながら、クラッチＣ１に比してト
ルク伝達可能な容量が小さくてよいクラッチＣ３を内周側に配置することで、自動変速機
のコンパクト化を図ることができる。
【０４１３】
　また、クラッチＣ２は、後進１速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ２
が後進１速段で係合された際に、伝達部材２３０が逆転回転することになり、一方で該ク
ラッチＣ２の係合により該クラッチＣ２とサンギヤＳ２とを接続するハブ部材２２４が入
力軸２の回転と同じになる場合が生じ、伝達部材２３０とハブ部材２２４との回転数差が
大きくなる場合があるが、該クラッチＣ２はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネ
タリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまり伝達部材２３０とハブ部材２２４とを分離
して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比し
て、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を
防ぐことができる。
【０４１４】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０４１５】
　また、本参考例の自動変速機構１２３は、前進５速段において直結状態となる変速機構
であり、前進１速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができる。そ
れにより、特に車輌に搭載された際に、低中車速で走行する車輌において、エンジンをよ
り良い回転数で使用することができ、低中速走行での燃費の向上を図ることができる。
【０４１６】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本参考例は、径
方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている。
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【０４１７】
　本参考例では、連結部材、特に伝達部材２３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ３を
配置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置する
ことができる。
【０４１８】
　＜第２４の実施の形態＞
　以下、第２３の参考例を一部変更した第２４の実施の形態について第４２図に沿って説
明する。第４２図は第４２の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面
図である。なお、第２４の実施の形態は、一部変更を除き、第２３の参考例と同様の部分
に同符号を付して、その説明を省略する。
【０４１９】
　第４２図に示すように、第２４の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構１２４は
、第２３の参考例の自動変速機構１２３に対して（第４１図参照）、クラッチＣ１の配置
を変更したものである。
【０４２０】
　該自動変速機構１２４において、クラッチＣ１は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵの反対側（図中右方側）に配置されている。クラッチＣ１のドラム状部
材２２１は、入力軸２に接続されている。該クラッチＣ１のドラム状部材２２１の先端部
内周側は、摩擦板７１にスプライン係合しており、該摩擦板７１の内周側には、ハブ部材
２２２がスプライン係合している。ハブ部材２２２は、プラネタリギヤＰＲのサンギヤＳ
１に接続されている。
【０４２１】
　また、プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１は、その側板がケース３に固定支持されて
いる。そして、リングギヤＲ１には伝達部材２３０が接続され、該伝達部材２３０にはサ
ンギヤＳ３が接続されている。なお、油圧サーボ１３、摩擦板７３，ドラム状部材２２５
、ハブ部材２２６を有するクラッチＣ３は、上記伝達部材２３０の内周側、即ち該伝達部
材２３０に内包される形で配置されている。
【０４２２】
　以上の構成に基づく自動変速機構１２４の作用は、第１９の実施の形態と同様であるの
で（第３４図及び第３５図参照）、その説明を省略する。
【０４２３】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１２４によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ３をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ２，Ｃ３を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材２３０を比較的短くすることができる。それにより、自
動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）
を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショ
ックの発生を低減することができる。また、３つのクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３をプラネタ
リギヤユニットＰＵの一方側に配置する場合に比して、それらクラッチＣ１，Ｃ２，Ｃ３
の油圧サーボ１１，１２，１３に供給する油路（例えば２ａ，９１，９２，９３）の構成
を容易にすることができ、製造工程の簡易化、コストダウンなどを図ることができる。
【０４２４】
　また、油圧サーボ１３は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対のシール
リング８１で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａに油を供給することで、例え
ば入力軸２との油圧サーボ１３との間にシールリングを設けることなく、油圧サーボ１３
の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ１１，１２は、ケース３から延設
されたボス部３ａ，３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を供給することができ
、即ち、１対のシールリング８０，８４を設けることで、油を供給することができる。従
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って、油圧サーボ１１，１２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１，８０，８４
を設けるだけで、油を供給することができ、シールリングによる摺動抵抗を最小にするこ
とができ、それにより、自動変速機の効率を向上させることができる。
【０４２５】
　また、クラッチＣ２は、後進１速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ２
が後進１速段で係合された際に、伝達部材２３０が逆転回転することになり、一方で該ク
ラッチＣ２の係合により該クラッチＣ２とサンギヤＳ２とを接続するハブ部材２２４が入
力軸２の回転と同じになる場合が生じ、伝達部材２３０とハブ部材２２４との回転数差が
大きくなる場合があるが、該クラッチＣ２はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネ
タリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまり伝達部材２３０とハブ部材２２４とを分離
して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比し
て、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を
防ぐことができる。
【０４２６】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０４２７】
　また、例えばクラッチＣ１をリングギヤＲ１とサンギヤＳ３との間に介在させると、減
速回転を接・断する必要があり、比較的大きなものになってしまうが、入力軸２とサンギ
ヤＳ１との間に介在させることで、該クラッチＣ１による入力軸２の回転の接・断によっ
てプラネタリギヤＰＲのリングギヤＲ１から出力される減速回転を接・断するので、クラ
ッチＣ１をコンパクト化することができ、それにより自動変速機をコンパクト化すること
ができる。
【０４２８】
　また、本実施の形態の自動変速機構１２４は、前進５速段において直結状態となる変速
機構であり、前進１速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができる
。それにより、特に車輌に搭載された際に、低中車速で走行する車輌において、エンジン
をより良い回転数で使用することができ、低中速走行での燃費の向上を図ることができる
。
【０４２９】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本実施の形態は
、径方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている
。
【０４３０】
　本実施の形態では、連結部材、特に伝達部材２３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ
３を配置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置
することができる。
【０４３１】
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　＜第２５の参考例＞
　以下、第２３の参考例を一部変更した第２５の参考例について第４３図に沿って説明す
る。第４３図は第２５の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図である
。なお、第２５の参考例は、一部変更を除き、第２３の参考例と同様の部分に同符号を付
して、その説明を省略する。
【０４３２】
　第４３図に示すように、第２５の参考例に係る自動変速機の自動変速機構１２５は、第
２３の参考例の自動変速機構１２３に対して（第４１図参照）、クラッチＣ３の代わりに
ブレーキＢ３を配置し、プラネタリギヤＰＲのキャリヤＣＲ１をブレーキＢ３により固定
自在にしたものである。
【０４３３】
　該自動変速機構１２５において、ブレーキＢ３は、プラネタリギヤＰＲの、プラネタリ
ギヤユニットＰＵとは反対側（図中右方側）に配置されている。該ブレーキＢ３は、油圧
サーボ１６、摩擦板７６、ハブ部材２３３を有している。該ブレーキＢ３のハブ部材２３
３は、キャリヤＣＲ１に接続されており、該キャリヤＣＲ１は、入力軸２に回転自在に支
持されている。また、サンギヤＳ１は入力軸２に接続されている。そして、リングギヤＲ
１には伝達部材２３０が接続されて、該伝達部材２３０を介してサンギヤＳ３が接続され
ている。なお、油圧サーボ１３、摩擦板７３、ドラム状部材２２５、ハブ部材２２６を有
するクラッチＣ３は、上記伝達部材２３０の内周側、即ち該伝達部材２３０に内包される
形で配置されている。
【０４３４】
　以上の構成に基づく自動変速機構１２５の作用は、第２０の参考例と同様であるので（
第３７図及び第３８図参照）、その説明を省略する。
【０４３５】
　以上のように、本発明に係る自動変速機構１２５によると、プラネタリギヤＰＲ及びク
ラッチＣ３をプラネタリギヤユニットＰＵの軸方向一方側に配置し、クラッチＣ２をプラ
ネタリギヤユニットＰＵの軸方向他方側に配置したので、プラネタリギヤＰＲとプラネタ
リギヤユニットＰＵとの間に例えば２つのクラッチＣ２，Ｃ３を配置する場合に比して、
プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを近づけて配置することができ、減
速回転を伝達するための伝達部材２３０を比較的短くすることができる。それにより、自
動変速機のコンパクト化、軽量化を可能にすることができ、更に、イナーシャ（慣性力）
を小さくすることができるため、自動変速機の制御性を向上させることができ、変速ショ
ックの発生を低減することができる。
【０４３６】
　また、油圧サーボ１３は入力軸２上に設けられているので、ケース３から１対のシール
リング８１で漏れ止めして入力軸２内に設けられた油路２ａに油を供給することで、例え
ば入力軸２との油圧サーボ１３との間にシールリングを設けることなく、油圧サーボ１３
の油室に油を供給することができる。更に、油圧サーボ１２は、ケース３から延設された
ボス部３ｂから、例えば他の部材を介すことなく、油を供給することができ、即ち、１対
のシールリング８４を設けることで、油を供給することができる。従って、油圧サーボ１
２，１３には、それぞれ１対のシールリング８１，８４を設けるだけで、油を供給するこ
とができ、シールリングによる摺動抵抗を最小にすることができ、それにより、自動変速
機の効率を向上させることができる。
【０４３７】
　また、クラッチＣ２は、後進１速段にて係合するクラッチであるので、該クラッチＣ２
が後進１速段で係合された際に、伝達部材２３０が逆転回転することになり、一方で該ク
ラッチＣ２の係合により該クラッチＣ２とサンギヤＳ２とを接続するハブ部材２２４が入
力軸２の回転と同じになる場合が生じ、伝達部材２３０とハブ部材２２４との回転数差が
大きくなる場合があるが、該クラッチＣ２はプラネタリギヤユニットＰＵを介してプラネ
タリギヤＰＲの反対側に位置するため、つまり伝達部材２３０とハブ部材２２４とを分離
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して配置することができ、例えばそれらの部材が多重軸構造で接触配置された場合に比し
て、それら部材間の相対回転によって生じる摩擦などに起因した自動変速機の効率低下を
防ぐことができる。
【０４３８】
　更に、プラネタリギヤユニットＰＵとプラネタリギヤＰＲとの軸方向における間にカウ
ンタギヤ５を配置するので、カウンタギヤ５を自動変速機の軸方向の略々中央に配置する
ことができ、例えば自動変速機を車輌に搭載する際に、カウンタギヤ５を駆動車輪伝達機
構に合わせて搭載するため、軸方向のどちらか（特に駆動源からの入力側を前方としたと
きの後方側）に肥大化することを防ぐことができる。それにより、特にＦＦ車輌であれば
前輪への干渉を少なくすることができ、例えば操舵角の増大などが可能となるなど、車輌
の搭載性を向上することができる。
【０４３９】
　更に、プラネタリギヤＰＲからプラネタリギヤユニットＰＵに出力する減速回転をブレ
ーキＢ３により接・断するようにしたので、例えばクラッチＣ１を設ける場合に比して、
部品点数（例えばドラム状部材など）を削減することができる。また、ブレーキＢ３は、
ケース３からそのまま油路を構成することができるので、例えばクラッチＣ１を設ける場
合に比して、油路の構成を簡単にすることができる。
【０４４０】
　また、本参考例の自動変速機構１２５は、前進５速段において直結状態となる変速機構
であり、前進１速段ないし前進４速段でのギヤ比の幅を細かく設定することができる。そ
れにより、特に車輌に搭載された際に、低中車速で走行する車輌において、エンジンをよ
り良い回転数で使用することができ、低中速走行での燃費の向上を図ることができる。
【０４４１】
　ところで、プラネタリギヤＰＲとプラネタリギヤユニットＰＵとを連結する連結部材（
特に伝達部材）は、減速されたトルクが入力されるため、それに耐え得る剛性を必要とす
る。例えば低中速段で係合するクラッチや減速回転を係脱するクラッチを連結部材の内周
側に配置しようとした場合、それらクラッチは容量の大きいものである必要があるので、
その容量に対応させるべく径方向にそれなりの大きさを必要としてしまう。したがって、
連結部材がそのようなクラッチの外周側を通すタイプであると、そのクラッチの必要径方
向寸法のさらに大きな径を必要として、必要以上に連結部材の径方向寸法も増大してしま
う虞があり、自動変速機全体として径方向に大きくなってしまう。そこで本参考例は、径
方向寸法の増大を低減し、コンパクトな自動変速機を提供することを目的としている。
【０４４２】
　本参考例では、連結部材、特に伝達部材２３０の内周側に容量の小さいクラッチＣ３を
配置することで、連結部材の径方向寸法を増大することなく、全てのクラッチを配置する
ことができる。
【０４４３】
　なお、以上の本発明に係る第１乃至第２５の実施の形態や参考例において、自動変速機
にトルクコンバータを備えているものに適用されるとして説明したが、これに限らず、発
進時にトルク（回転）の伝達を行うような発進装置であれば何れのものであってもよい。
また、駆動源としてエンジンである車輌に搭載する場合について説明したが、これに限ら
ず、ハイブリッド車輌に搭載することも可能であり、駆動源が何れのものであってもよい
ことは、勿論である。更に、上記自動変速機はＦＦ車輌に用いて好適であるが、これに限
らず、ＦＲ車輌、４輪駆動車輌など、他の駆動方式の車輌に用いることも可能である。
【０４４４】
　また、以上の第１乃至第２５の実施の形態や参考例において、減速回転出力手段として
のプラネタリギヤＰＲが、ダブルピニオンプラネタリギヤであるものについて説明したが
、これに限らず、シングルピニオンプラネタリギヤを用いてもよい。
【０４４５】
　また、以上の第１乃至第２０の実施の形態や参考例、及び第２３乃至第２５の実施の形
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態や参考例において、該プラネタリギヤＰＲのサンギヤＳ１に入力軸２の回転を入力し、
キャリヤＣＲ１の回転を固定することで、リングギヤＲ１を減速回転させるものについて
説明したが、サンギヤＳ１の回転を固定し、キャリヤＣＲに入力軸２の回転を入力してリ
ングギヤＲ１を減速回転させるものであってもよい。
【０４４６】
　更に、例えば第１の参考例と第２の参考例とにおいて、自動変速機構の入力側と出力側
とを入れ替えた形のものを説明したが、これに限らず、その他の実施の形態や参考例にお
ける自動変速機構も入力側と出力側とを入れ替えた形のものを用いることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０４４７】
　以上のように、本発明に係る自動変速機は、乗用車、トラック、バス、などの車輌に搭
載するものとして有用であり、特に車輌の搭載性からコンパクト化、軽量化が要求され、
更に変速ショックの低減が要求される車輌に搭載するものとして用いるのに適している。
【図面の簡単な説明】
【０４４８】
【図１】第１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図２】第１の参考例に係る自動変速機の作動表。
【図３】第１の参考例に係る自動変速機の速度線図。
【図４】第２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図５】第３の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図６】第３の実施の形態に係る自動変速機の作動表。
【図７】第３の実施の形態に係る自動変速機の速度線図。
【図８】第４の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図９】第４の参考例に係る自動変速機の作動表。
【図１０】第４の参考例に係る自動変速機の速度線図。
【図１１】第５の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図１２】第６の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図１３】第７の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図１４】第８の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図１５】第９の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図１６】第１０の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図１７】第１１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図１８】第１２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図１９】第１３の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図２０】第１４の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図２１】第１５の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図２２】第１５の参考例に係る自動変速機の作動表。
【図２３】第１５の参考例に係る自動変速機の速度線図。
【図２４】第１６の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図２５】第１６の実施の形態に係る自動変速機の作動表。
【図２６】第１６の実施の形態に係る自動変速機の速度線図。
【図２７】第１７の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図２８】第１７の参考例に係る自動変速機の作動表。
【図２９】第１７の参考例に係る自動変速機の速度線図。
【図３０】第１８の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図３１】第１８の参考例に係る自動変速機の作動表。
【図３２】第１８の参考例に係る自動変速機の速度線図。
【図３３】第１９の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図３４】第１９の実施の形態に係る自動変速機の作動表。
【図３５】第１９の実施の形態に係る自動変速機の速度線図。
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【図３６】第２０の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図３７】第２０の参考例に係る自動変速機の作動表。
【図３８】第２０の参考例に係る自動変速機の速度線図。
【図３９】第２１の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図４０】第２２の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図４１】第２３の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図４２】第２４の実施の形態に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
【図４３】第２５の参考例に係る自動変速機の自動変速機構を示す模式断面図。
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